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議案第１号  

 

 

令和７年度岩美町一般会計補正予算（第８号）の専決  

   処分の承認について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により次のとおり専決処分をしたので、同法同条第３項の規定によ

り、これを本議会に報告して承認を求める。  

 

令和８年３月５日提出  

 

岩美町長  長  戸   清     
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（提案理由）

 衆議院の解散に伴う、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査執行経費について、岩美町一般会計補正予算を専決処分した

のでこれの承認を求めるものであります。  
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専   決   処   分   書  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、令和７年度岩美町一般会計補正予算について、次のとおり

専決処分をする。  

 

令和８年１月２１日  

 

岩美町長  長  戸   清     
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議案第２号  

 

 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について  

 

 次のとおり特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項の規定により、本議会の議決を求める。  

 

  令和８年３月５日提出  

 

岩美町長  長  戸   清     
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（提案理由）

 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴い、特別職の職員の期末手当支給月数の改定を行うため、この

条例の一部を改正しようとするものであります。  
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特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条  特別職の職員の給与に関する条例（昭和４４年岩美町条例

第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第３項中「相当する額に」の次に「６月に支給する場合

においては」を、「１００分の１７２．５」の次に「、１２月に

支給する場合においては１００分の１７７．５」を加える。  

第２条  特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

する。

 第２条第３項中「６月に支給する場合においては１００分の

１ ７ ２ ． ５ 、 １ ２ 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は １ ０ ０ 分 の

１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。  

附  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例

（以下「改正後の特別職給与条例」という。）の規定は、令和７

年４月１日から適用する。  

（給与の内払）  

３  改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第１条の

規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基

づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 
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議案第３号

職員の給与に関する条例の一部改正について

 次のとおり職員の給与に関する条例の一部を改正することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定

により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸   清
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 （提案理由）  

 一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴

い、一般職の職員の通勤手当額、給料月額及び期末勤勉手当支給月

数の改定を行うため、この条例の一部を改正しようとするものであ

ります。  
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条  職員の給与に関する条例（昭和４１年岩美町条例第６号）

の一部を次のように改正する。

第１１条第２項第２号中「７，１００円」を「７，３００円」に

改める。  

第１９条第２項中「期末手当基礎額に、」の次に「６月に支給す

る場合には」を、「１００分の１０５を乗じて得た額）」の次に「、

１２月に支給する場合には１００分の１２７．５を乗じて得た額（特

定幹部職員にあっては、１００分の１０７．５を乗じて得た額）」

を加え、同条第３項中「期末手当基礎額に、」の次に「６月に支給

する場合には」を、「１００分の６０を乗じて得た額）」の次に「、

１２月に支給する場合には１００分の７２．５を乗じて得た額（特

定幹部職員にあっては１００分の６２．５を乗じて得た額）」を加

える。  

第２０条第２項第１号中「加算した額に、」の次に「６月に支給

する場合には」を、「１００分の１２５）」の次に「、  １２月に支

給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては

１００分の１２７．５）」を加え、同項第２号中「勤勉手当基礎額

に、」の次に「６月に支給する場合には」を、「１００分の６０）」

の次に「、１２月に支給する場合には１００分の５２．５（特定幹

部職員にあっては１００分の６２．５）」を加える。  

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

行政職給料表  

職

員

の

区

分

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

円 円 円 円 円 円

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 
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定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員  

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 
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37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100 

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400 

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700 

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900 

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200 

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400 

52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700 

53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900 

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200 

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500 

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800 

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000 

58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300 

59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600 

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800 

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000 

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300 

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600 

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800 

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000 

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300 

67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600 

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800 

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000 

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300 
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71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600 

72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800 

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000 

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300  

75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600  

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800  

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000  

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300  

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600  

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800  

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000  

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300  

83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600  

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800  

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000  

86 266,200 305,800 355,700    

87 266,500 306,100 356,100    

88 266,800 306,400 356,500    

89 267,100 306,700 356,700    

90 267,400 307,000 357,100    

91 267,700 307,300 357,500    

92 268,000 307,600 357,900    

93 268,300 307,800 358,100    

94  308,000 358,400    

95  308,300 358,800    

96  308,700 359,100    

97  308,900 359,400    

98  309,200 359,800    

99  309,500 360,200    

100  309,900 360,600    

101  310,100 361,100    

102  310,400 361,500    

103  310,700 361,900    

104  311,000 362,300    
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105 311,200 362,800  

106 311,500 363,200  

107 311,800 363,500  

108 312,100 363,800  

109 312,300 364,200  

110 312,600  

111 313,000  

112 313,300  

113 313,500  

114 313,700  

115 314,000  

116 314,400  

117 314,600  

118 314,800  

119 315,100  

120 315,400  

121 315,700  

122 315,900  

123 316,200  

124 316,500  

125 316,800  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 
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別表第２（第３条関係）  

 （1）  医療職（2）給料表  

職

員

の

区

分  

職務

の級  
１級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  

号給  
給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員  

 円  円  円  円  円  円  円  

1 201,000 239,800 274,400 293,300 326,300 372,300 427,200 

2 203,100 241,100 275,200 294,100 327,700 374,000 429,100 

3 205,200 242,400 275,900 294,800 329,100 375,600 431,100 

4 207,300 243,700 276,700 295,500 330,500 377,200 432,900 

5 209,300 244,900 277,500 296,200 331,900 378,700 434,700 

6 211,300 246,000 278,300 296,900 333,500 380,300 436,300 

7 213,300 247,000 279,100 297,600 335,000 381,900 437,900 

8 215,100 247,900 279,800 298,300 336,500 383,500 439,400 

9 216,900 249,000 280,500 299,100 337,900 385,100 440,900 

10 218,800 250,100 281,300 299,800 339,500 387,100 442,200 

11 220,700 251,200 282,100 300,600 341,000 389,100 443,500 

12 222,800 252,400 282,900 301,200 342,500 391,100 444,800 

13 224,500 253,600 283,700 301,800 343,900 392,500 446,100 

14 226,500 254,800 284,500 302,900 345,500 394,200 447,300 

15 228,700 256,000 285,200 304,000 347,000 395,900 448,500 

16 230,800 257,100 286,000 305,200 348,500 397,600 449,600 

17 232,900 258,100 286,800 306,300 350,000 399,300 450,800 

18 234,000 259,100 287,600 307,500 351,600 400,800 451,900 

19 235,000 260,200 288,400 308,600 353,200 402,300 453,100 

20 236,100 261,200 289,100 309,800 354,700 403,800 454,300 

21 237,200 262,300 289,900 311,000 356,000 405,100 455,400 

22 238,000 263,200 290,800 312,200 357,500 406,400 456,200 

23 238,900 264,000 291,700 313,400 359,000 407,700 456,600 

24 239,700 264,800 292,400 314,500 360,500 408,800 457,300 

25 240,600 265,600 293,100 315,700 361,900 409,900 457,800 

26 241,500 266,400 294,000 316,900 363,400 411,000 458,200 
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27 242,400 267,200 294,900 318,000 364,900 412,100 458,600 

28 243,300 268,000 295,600 319,200 366,300 413,200 459,000 

29 244,100 268,700 296,400 320,400 367,700 414,000 459,400 

30 244,900 269,500 297,400 321,600 369,300 414,800 459,800 

31 245,600 270,300 298,300 322,800 370,700 415,500 460,100 

32 246,400 271,100 299,300 324,000 372,200 416,300 460,400 

33 247,100 271,900 300,300 325,100 373,400 416,700 460,700 

34 247,700 272,700 301,400 326,200 374,500 417,300 461,000 

35 248,400 273,300 302,400 327,400 375,700 417,800 461,300 

36 249,100 274,100 303,300 328,600 376,800 418,200 461,600 

37 249,800 275,000 304,300 329,800 377,800 418,600 461,900 

38 250,400 275,800 305,300 331,000 378,600 418,800  

39 251,000 276,600 306,300 332,300 379,500 419,100  

40 251,600 277,300 307,300 333,500 380,600 419,400  

41 252,200 278,000 308,200 334,400 381,600 419,700  

42 252,800 278,800 309,400 335,600 382,600 420,000  

43 253,400 279,600 310,500 336,800 383,600 420,300  

44 253,900 280,300 311,600 338,000 384,500 420,600  

45 254,300 281,000 312,600 338,900 385,300 420,800  

46 254,900 281,800 313,700 339,900 386,100 421,100  

47 255,300 282,600 314,800 340,900 387,000 421,400  

48 255,700 283,300 315,800 341,800 387,800 421,700  

49 256,100 284,000 316,900 342,700 388,300 421,900  

50 256,600 284,700 317,900 343,600 389,100 422,100  

51 257,100 285,300 319,000 344,600 389,900 422,400  

52 257,600 286,000 320,100 345,500 390,700 422,700  

53 257,900 286,700 321,100 346,000 391,100 422,900  

54 258,200 287,300 322,100 346,900 391,800  

55 258,500 288,000 323,100 347,600 392,500  

56 258,800 288,600 324,100 348,500 393,100  

57 259,100 289,300 325,000 349,200 393,500  

58 259,400 290,000 326,000 349,500 394,000  

59 259,700 290,700 327,000 349,900 394,600  

60 260,000 291,300 327,900 350,500 395,200  
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61 260,300 291,800 328,800 351,100 395,600  

62 260,600 292,400 329,500 351,800 396,100  

63 260,900 293,100 330,200 352,500 396,600  

64 261,200 293,700 330,800 353,100 397,100  

65 261,500 294,200 331,400 353,800 397,700  

66 261,800 294,800 332,100 354,300 398,200  

67 262,100 295,500 332,700 354,900 398,800  

68 262,400 296,100 333,300 355,500 399,400  

69 262,700 296,700 333,900 355,800 399,900  

70 263,000 297,300 334,100 356,300 400,400  

71 263,300 297,900 334,500 356,700 400,800  

72 263,500 298,500 335,000 357,200 401,200  

73 263,700 299,100 335,600 357,700 401,500  

74 264,000 299,600 336,100 358,200 402,000  

75 264,300 300,000 336,600 358,700 402,400  

76 264,500 300,400 337,000 359,100 402,800  

77 264,700 300,700 337,600 359,400 403,200  

78 265,000 301,000 338,100 359,700  

79 265,300 301,200 338,500 359,900  

80 265,500 301,500 339,000 360,200  

81 265,700 301,800 339,500 360,700  

82 266,000 302,000 339,800 361,000  

83 266,300 302,300 340,000 361,300  

84 266,500 302,600 340,300 361,600  

85 266,700 302,800 340,700 362,000  

86 303,000 341,100 362,300  

87 303,200 341,400 362,600  

88 303,400 341,700 362,900  

89 303,800 342,000 363,300  

90 304,000 342,200 363,600  

91 304,200 342,600 363,800  

92 304,400 342,900 364,100  

93 304,800 343,100 364,400  

94 305,000 343,400 364,800  

23



95  305,200 343,700 365,200    

96  305,500 343,900 365,600    

97  305,800 344,100 366,100    

98  306,000 344,400 366,500    

99  306,200 344,700 366,900    

100  306,500 344,900 367,300    

101  306,800 345,100 367,800    

102  307,000 345,300     

103  307,200 345,700     

104  307,500 345,900     

105  307,800 346,100     

106   346,400     

107   346,800     

108   347,200     

109   347,400     

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

 201,300 227,900 257,300 271,300 297,800 340,000 383,400 
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（2） 医療職（3）給料表

職

員

の

区

分

職務

の級
1級 2級 3級 4級 5級 6級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

円 円 円 円 円 円

1 221,700 254,700 293,900 307,300 330,800 373,400 

2 223,600 256,800 294,400 307,800 331,800 375,100 

3 225,400 259,000 294,900 308,300 332,800 376,800 

4 227,100 261,200 295,400 308,800 333,700 378,500 

5 228,800 263,400 295,800 309,300 334,700 380,300 

6 230,700 264,400 296,300 309,800 335,900 382,300 

7 232,500 265,200 296,800 310,400 337,100 384,300 

8 234,200 266,100 297,200 310,800 338,300 386,300 

9 235,900 266,900 297,600 311,300 339,200 388,000 

10 237,800 268,000 298,100 311,800 340,400 390,100 

11 239,700 269,100 298,600 312,400 341,500 392,200 

12 241,600 270,000 299,100 312,900 342,600 394,200 

13 243,400 270,800 299,500 313,300 343,600 396,100 

14 245,400 271,500 300,000 313,900 344,700 397,700 

15 247,400 272,200 300,400 314,600 345,800 399,500 

16 249,400 273,000 300,900 315,200 346,900 401,300 

17 251,400 274,100 301,400 315,800 348,000 403,000 

18 253,400 275,000 301,800 316,700 349,100 404,700 

19 255,500 275,900 302,300 317,500 350,200 406,700 

20 257,500 276,800 302,700 318,400 351,300 408,400 

21 259,400 277,800 303,200 319,200 352,400 410,100 

22 260,600 278,800 303,600 320,100 353,600 411,800 

23 261,700 279,700 304,100 321,000 354,700 413,600 

24 262,800 280,700 304,500 321,800 355,800 415,400 

25 263,900 281,500 305,000 322,600 356,800 417,000 

26 264,700 282,400 305,600 323,400 358,100 418,700 

27 265,600 283,300 306,300 324,300 359,400 420,500 
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28 266,400 284,200 307,000 325,200 360,700 422,300 

29 267,200 285,200 307,700 325,900 361,900 423,800 

30 267,900 285,900 308,400 327,000 363,400 425,300 

31 268,600 286,600 309,100 328,100 364,900 426,800 

32 269,300 287,300 309,900 329,100 366,400 428,100 

33 270,100 287,900 310,600 330,200 367,600 429,300 

34 270,700 288,500 311,400 331,200 369,100 430,400 

35 271,300 289,000 312,100 332,300 370,500 431,600 

36 271,800 289,400 312,800 333,400 371,900 432,800 

37 272,400 289,800 313,500 334,500 373,300 434,100 

38 273,100 290,400 314,300 335,600 374,300 435,200 

39 273,800 290,900 315,100 336,700 375,700 436,400 

40 274,500 291,300 315,900 337,800 377,000 437,600 

41 275,200 291,700 316,500 338,600 378,300 438,800 

42 275,800 292,200 317,400 339,700 379,700 439,800 

43 276,500 292,600 318,400 340,800 381,000 440,900 

44 277,100 293,100 319,300 341,800 382,300 442,000 

45 277,900 293,600 320,100 342,700 383,800 443,000 

46 278,600 294,000 321,100 343,600 385,000 443,500 

47 279,300 294,500 322,100 344,600 386,100 444,000 

48 279,900 294,900 323,000 345,600 387,300 444,400 

49 280,400 295,400 323,900 346,800 388,400 445,000 

50 280,900 295,800 324,800 348,100 389,300 445,500 

51 281,300 296,300 325,800 349,300 390,300 445,900 

52 281,700 296,800 326,800 350,500 391,200 446,400 

53 282,000 297,200 327,600 351,400 391,800 446,900 

54 282,500 297,600 328,500 352,600 392,600 447,300 

55 282,900 298,100 329,500 353,700 393,400 447,600 

56 283,300 298,500 330,400 355,000 394,200 447,900 

57 283,700 299,000 331,300 356,000 394,900 448,300 

58 284,100 299,700 332,200 356,900 395,600  

59 284,400 300,400 333,200 358,000 396,300  

60 284,700 301,100 334,100 359,200 396,900  

61 285,100 301,800 335,000 360,300 397,500  
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62 285,500 302,700 336,100 361,500 398,100  

63 285,900 303,600 337,300 362,700 398,800  

64 286,200 304,300 338,500 363,700 399,400  

65 286,500 305,000 339,200 364,700 400,100  

66 286,900 305,900 340,300 365,700 400,600  

67 287,300 306,700 341,400 366,800 401,200  

68 287,600 307,500 342,300 367,900 401,700  

69 288,000 308,200 343,400 368,700 402,100  

70 288,500 309,100 344,100 369,800 402,700  

71 288,900 310,000 345,200 370,900 403,100  

72 289,200 310,800 346,300 371,900 403,400  

73 289,600 311,700 347,400 372,600 403,700  

74 290,100 312,500 348,600 373,400 404,200  

75 290,600 313,400 349,700 374,200 404,600  

76 291,100 314,300 350,800 374,900 404,900  

77 291,600 315,100 351,900 375,500 405,200  

78 292,100 316,000 353,000 376,000 405,700  

79 292,700 317,000 354,000 376,500 406,200  

80 293,100 317,900 355,100 377,000 406,600  

81 293,600 318,400 356,000 377,600 406,900  

82 294,000 319,200 357,000 378,100 407,300  

83 294,500 320,100 357,900 378,600 407,800  

84 295,000 320,900 358,900 379,100 408,200  

85 295,400 321,700 359,800 379,500 408,600  

86 295,800 322,600 360,600 379,900  

87 296,300 323,600 361,400 380,500  

88 296,800 324,600 362,200 381,000  

89 297,200 325,500 362,800 381,300  

90 297,700 326,500 363,400 381,800  

91 298,200 327,500 364,000 382,100  

92 298,700 328,500 364,600 382,400  

93 299,200 329,300 365,000 383,000  

94 299,600 330,000 365,400 383,500  

95 300,100 330,700 365,900 384,000  
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96 300,700 331,300 366,300 384,500  

97 301,300 331,800 366,800 385,100  

98 301,800 332,100 367,200 385,600  

99 302,300 332,600 367,700 386,100  

100 302,800 333,200 368,100 386,500  

101 303,200 333,600 368,400 387,100  

102 303,700 334,100 368,900 387,600  

103 304,100 334,700 369,200 388,100  

104 304,500 335,200 369,500 388,600  

105 304,900 335,600 369,900 389,200  

106 305,300 336,100 370,400 389,600  

107 305,700 336,600 370,900 390,100  

108 306,000 337,100 371,400 390,600  

109 306,200 337,500 371,900 391,200  

110 306,500 337,800 372,400  

111 306,700 338,100 372,900  

112 307,000 338,400 373,300  

113 307,300 338,700 373,700  

114 307,500 339,100 374,100  

115 307,800 339,400 374,600  

116 308,000 339,700 375,100  

117 308,300 339,900 375,500  

118 308,500 340,200 376,000  

119 308,800 340,500 376,500  

120 309,100 340,700 377,000  

121 309,400 340,900 377,300  

122 309,700 341,200  

123 310,000 341,500  

124 310,300 341,800  

125 310,500 342,000  

126 310,700 342,300  

127 311,000 342,600  

128 311,400 342,800  

129 311,600 343,000  
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130 311,900 343,200     

131 312,200 343,500     

132 312,600 343,700     

133 312,800 344,000     

134 313,100 344,400     

135 313,400 344,800     

136 313,700 345,200     

137 313,900 345,500     

138 314,200 345,900     

139 314,500 346,300     

140 314,800 346,700     

141 315,000 347,000     

142 315,300 347,400     

143 315,700 347,700     

144 316,000 348,100     

145 316,200 348,400     

146 316,400 348,800     

147 316,700 349,200     

148 317,000 349,600     

149 317,200 349,900     

150 317,400 350,300     

151 317,700 350,700     

152 318,000 351,100     

153 318,400 351,400     

154 318,600      

155 318,800      

156 319,100      

157 319,400      

158 319,700      

159 320,000      

160 320,300      

161 320,700      

162 321,000      

163 321,300      
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164 321,600  

165 322,000  

166 322,300  

167 322,600  

168 322,900  

169 323,300  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

248,800 269,700 277,300 288,100 305,100 343,600 

第２条  職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第１９条第２項中「６月に支給する場合には１００分の１２５」

を「１００分の１２６．２５」に、「１００分の１０５」を

「１００分の１０６．２５」に改め、「、１２月に支給する場合

には１００分の１２７．５を乗じて得た額（特定幹部職員にあっ

ては１００分の１０７．５を乗じて得た額）」を削り、同条第３

項中「６月に支給する場合には１００分の７０を」を「１００分

の ７ １ ． ２ ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の ６ ０ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の

６１．２５」に改め、「、１２月に支給する場合には１００分の

７２．５を乗じて得た額（特定幹部職員にあっては１００分の

６２．５を乗じて得た額）」を削る。

 第２０条第２項第１号中「６月に支給する場合には１００分の

１０５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の１２５」

を「１００分の１２６．２５」に改め、「、１２月に支給する場
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合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては１００分

の１２７．５）」を削り、同項第２号中「６月に支給する場合に

は１００分の５０」を「１００分の５１．２５」に、「１００分

の６０」を「１００分の６１．２５」に改め、「、１２月に支給

する場合には１００分の５２．５（特定幹部職員にあっては

１００分の６２．５）」を削る。  

附  則

 （施行期日等）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「改

正後の給与条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適

用する。  

（給与の内払）  

３  改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定に

よる改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、改正後の給与条例の規定よる給与の内払とみなす。 
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議案第４号

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

 次のとおり職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出  

岩美町長 長 戸 清
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（提案理由）

大規模な災害が発生した区域において災害応急作業等に従事した

職員に対して特殊勤務手当を支給するため、この条例の一部を改正

しようとするものであります。  
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職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４１年岩美町条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

（６） 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当 

第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。 

（災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当） 

第１４条 災害応急作業等手当は、異常な自然現象により重大な災

害が発生し、国、地方公共団体等の要請に基づき、本町以外の区

域に派遣された場合に、次に掲げる作業等に従事した職員に対し

て支給することとし、その手当額は、これらの作業等に応じて、

当該作業等に従事した日１日につき次に定める額とすることとす

る。ただし、作業等が夜間（日没時から日出時までの間をいう。）

に行われた場合にあっては、当該各号に定める額に１００分の５

０に相当する額を加算した額とする。 

（１） 重大な災害が発生し、又は発生するおそれの著しい箇所

で 行 う 応 急 作 業 又 は 応 急 作 業 の た め の 災 害 状 況 の 調 査

１，０８０円 

（２） 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場に

おいて行う巡回監視 ７１０円

（３） 避難所の運営等の業務、罹災証明書の交付に係る被害状

況の調査等 ７１０円 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の日において第１項各号のう

ち２以上の号に掲げる作業等に従事した場合は、これらの作業

等について前項の規定によりそれぞれ計算した額のうち最も高

い額の災害応急作業手当を支給する。 

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条第６号及び第

１４条の規定は、令和８年１月１日から適用する。 
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議
案
第
５
号

 

  

令
和
７
年
度
岩
美
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

 

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
１
，
２
９
２
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

 

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
，
９
８
５
，
７
４
２
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、

 

「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

 

第
２
条

 
繰
越
明
許
費
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
２
表

 
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

 

 
（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

 

第
３
条

 
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
３
表

 
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

 

（
地
方
債
の
補
正
）

 

第
４
条

 
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
４
表

 
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
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令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清

 
 

36



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

町
税

1
1
,
0
7
9
,
4
1
3

9
,
1
9
8

1
,
0
8
8
,
6
1
1

町
民

税
1

4
4
4
,
1
5
9

7
,
9
0
0

4
5
2
,
0
5
9

軽
自

動
車

税
3

4
8
,
4
9
4

1
,
2
9
8

4
9
,
7
9
2

地
方

交
付

税
1
1

3
,
6
3
8
,
2
1
7

2
5
4
,
1
6
0

3
,
8
9
2
,
3
7
7

地
方

交
付

税
1

3
,
6
3
8
,
2
1
7

2
5
4
,
1
6
0

3
,
8
9
2
,
3
7
7

分
担
金
及
び
負
担
金

1
3

3
3
0

7
8

4
0
8

負
担

金
1

3
3
0

7
8

4
0
8

使
用
料
及
び
手
数
料

1
4

7
4
,
5
4
8

2
0
4

7
4
,
7
5
2

使
用

料
1

5
9
,
6
8
4

2
3
4

5
9
,
9
1
8

手
数

料
2

1
4
,
8
6
4

△
3
0

1
4
,
8
3
4

国
庫

支
出

金
1
5

1
,
3
0
8
,
0
3
3

△
6
8
,
8
1
0

1
,
2
3
9
,
2
2
3

国
庫

負
担

金
1

5
2
4
,
7
0
9

4
,
3
3
2

5
2
9
,
0
4
1

国
庫

補
助

金
2

7
8
0
,
6
6
0

△
7
3
,
1
4
3

7
0
7
,
5
1
7

国
庫

委
託

金
3

2
,
6
6
4

1
2
,
6
6
5

県
支

出
金

1
6

7
7
9
,
4
5
7

△
3
5
,
6
2
2

7
4
3
,
8
3
5

県
負

担
金

1
2
3
1
,
6
1
6

△
4
8
7

2
3
1
,
1
2
9

県
補

助
金

2
3
9
0
,
2
1
6

△
3
1
,
4
7
9

3
5
8
,
7
3
7

県
委

託
金

3
1
5
7
,
6
2
5

△
3
,
6
5
6

1
5
3
,
9
6
9

財
産

収
入

1
7

3
9
,
6
6
0

2
3
,
8
1
4

6
3
,
4
7
4

財
産

運
用

収
入

1
2
7
,
2
0
8

2
2
,
3
9
4

4
9
,
6
0
2

財
産

売
払

収
入

2
1
2
,
4
5
2

1
,
4
2
0

1
3
,
8
7
2

寄
附

金
1
8

1
5
2
,
0
7
5

1
,
2
1
8

1
5
3
,
2
9
3

寄
附

金
1

1
5
2
,
0
7
5

1
,
2
1
8

1
5
3
,
2
9
3

繰
入

金
1
9

5
0
7
,
2
0
8

△
1
3
6
,
1
9
1

3
7
1
,
0
1
7

基
金

繰
入

金
1

5
0
7
,
2
0
8

△
1
3
6
,
1
9
1

3
7
1
,
0
1
7

諸
収

入
2
1

4
8
,
1
6
4

1
5
,
8
4
3

6
4
,
0
0
7
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款
補
 
 
正
 
 
額

計
項

補
 
正
 
前
 
の
 
額

諸
収

入
町

預
金

利
子

2
2
1

3
1

7
6
9

8
0
0

貸
付

金
元

利
収

入
3

2
,
2
4
7

△
1
,
9
4
7

3
0
0

雑
入

5
4
5
,
8
8
3

1
7
,
0
2
1

6
2
,
9
0
4

町
債

2
2

8
9
1
,
4
0
0

△
3
2
,
6
0
0

8
5
8
,
8
0
0

町
債

1
8
9
1
,
4
0
0

△
3
2
,
6
0
0

8
5
8
,
8
0
0

8
,
9
8
5
,
7
4
2

歳
入

合
計

8
,
9
5
4
,
4
5
0

3
1
,
2
9
2

38



補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

議
会

費
1

8
8
,
8
1
1

△
9
1
5

8
7
,
8
9
6

議
会

費
 
1

8
8
,
8
1
1

△
9
1
5

8
7
,
8
9
6

総
務

費
2

1
,
6
7
9
,
5
3
2

△
4
9
,
5
7
7

1
,
6
2
9
,
9
5
5

総
務

管
理

費
 
1

1
,
4
5
3
,
4
5
6

△
3
0
,
3
2
4

1
,
4
2
3
,
1
3
2

徴
税

費
 
2

9
3
,
9
4
9

8
0
4

9
4
,
7
5
3

戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費

 
3

5
0
,
3
6
5

△
1
4
0

5
0
,
2
2
5

選
挙

費
 
4

6
1
,
5
0
6

△
2
0
,
0
6
8

4
1
,
4
3
8

統
計

調
査

費
 
5

1
0
,
2
4
7

1
5
6

1
0
,
4
0
3

監
査

委
員

費
 
6

1
0
,
0
0
9

△
5

1
0
,
0
0
4

民
生

費
3

2
,
7
0
8
,
4
6
6

2
8
,
3
9
9

2
,
7
3
6
,
8
6
5

社
会

福
祉

費
 
1

1
,
3
3
3
,
8
3
5

8
,
0
3
7

1
,
3
4
1
,
8
7
2

児
童

福
祉

費
 
2

1
,
2
1
3
,
1
3
5

1
4
,
1
3
4

1
,
2
2
7
,
2
6
9

生
活

保
護

費
 
3

1
6
1
,
4
9
6

6
,
2
2
8

1
6
7
,
7
2
4

衛
生

費
4

8
6
8
,
4
8
4

8
1
,
2
5
5

9
4
9
,
7
3
9

保
健

衛
生

費
 
1

1
9
8
,
1
0
0

1
7
,
1
0
4

2
1
5
,
2
0
4

清
掃

費
 
2

2
0
1
,
5
9
6

△
9
,
0
8
5

1
9
2
,
5
1
1

病
院

費
 
3

4
6
8
,
7
8
8

7
3
,
2
3
6

5
4
2
,
0
2
4

農
林

水
産

業
費

5
3
6
1
,
0
2
7

△
1
1
,
6
0
8

3
4
9
,
4
1
9

農
業

費
 
1

2
6
1
,
9
8
3

△
6
,
2
6
8

2
5
5
,
7
1
5

林
業

費
 
2

5
4
,
1
1
9

△
1
,
6
1
2

5
2
,
5
0
7

水
産

業
費

 
3

4
4
,
9
2
5

△
3
,
7
2
8

4
1
,
1
9
7

商
工

費
6

3
5
5
,
4
0
0

△
5
,
2
8
9

3
5
0
,
1
1
1

商
工

費
 
1

3
5
5
,
4
0
0

△
5
,
2
8
9

3
5
0
,
1
1
1

土
木

費
7

6
8
6
,
3
6
9

△
5
,
2
8
1

6
8
1
,
0
8
8

土
木

管
理

費
 
1

1
0
6
,
3
8
0

△
8
,
2
5
5

9
8
,
1
2
5

道
路

橋
り

ょ
う

費
 
2

4
0
8
,
4
7
5

△
3
,
2
5
3

4
0
5
,
2
2
2
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補
 
 
正
 
 
額

計
款

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

土
木

費
都

市
計

画
費

 
3

7
7
,
7
4
2

2
0
3

7
,
9
4
5

下
水

道
費

 
4

1
1
7
,
5
7
5

1
6
,
3
8
3

1
3
3
,
9
5
8

住
宅

費
 
5

4
5
,
6
1
2

△
1
0
,
3
5
9

3
5
,
2
5
3

消
防

費
8

2
6
8
,
3
2
2

3
,
4
4
1

2
7
1
,
7
6
3

消
防

費
 
1

2
6
8
,
3
2
2

3
,
4
4
1

2
7
1
,
7
6
3

教
育

費
9

1
,
1
6
0
,
7
4
0

△
8
,
6
4
1

1
,
1
5
2
,
0
9
9

教
育

総
務

費
 
1

1
0
4
,
7
0
3

△
3
,
5
7
9

1
0
1
,
1
2
4

小
学

校
費

 
2

2
6
7
,
9
0
3

△
5
,
0
6
7

2
6
2
,
8
3
6

中
学

校
費

 
3

1
0
4
,
0
8
0

△
3
,
0
9
9

1
0
0
,
9
8
1

社
会

教
育

費
 
4

5
7
2
,
3
5
9

1
5
8

5
7
2
,
5
1
7

保
健

体
育

費
 
5

1
1
1
,
6
9
5

2
,
9
4
6

1
1
4
,
6
4
1

公
債

費
1
1

7
7
0
,
3
9
9

△
4
9
2

7
6
9
,
9
0
7

公
債

費
 
1

7
7
0
,
3
9
9

△
4
9
2

7
6
9
,
9
0
7

8
,
9
8
5
,
7
4
2

歳
出

合
計

8
,
9
5
4
,
4
5
0

3
1
,
2
9
2
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１
．
追
　
加

（
単
位
：
千
円
）

２ ３
民
生
費

２
　
児
童
福
祉
費

７
土
木
費

２
　
道
路
橋
り
ょ
う
費

５
　
住
宅
費

８
消
防
費

１
　
消
防
費

９
教
育
費

２
　
小
学
校
費

２
．
変
　
更

（
単
位
：
千
円
）

補
　
正
　
前

補
　
正
　
後

７
1
1
4
,
8
0
0

1
5
8
,
7
6
6

第
　
　
２
　
　
表
　
　
繰
　
　
越
　
　
明
　
　
許
　
　
費
　
　
補
　
　
正

款
項

事
業

名
金
　
　
額

総
務
費

１
　
総
務
管
理
費

　
防
災
行
政
無
線
及
び
情
報
連
絡
施
設
管
理
運
営
費

1
1
,
1
1
9

　
児
童
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
（
駐
車
場
）

6
,
3
0
0

　
町
道
陸
上
中
央
線
改
良
事
業

2
6
,
6
3
7

　
子
育
て
世
帯
等
住
宅
新
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
助
成
事
業

7
,
7
0
0

　
避
難
所
環
境
整
備
事
業

8
,
9
1
2

　
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
促
進
事
業

1
,
4
0
0

　
小
学
校
空
調
設
備
改
修
事
業

9
,
6
7
6

金
　
　
額

　
岩
美
南
小
学
校
高
圧
ケ
ー
ブ
ル
等
更
新
事
業

4
,
7
1
0

３
　
中
学
校
費

　
中
学
校
空
調
設
備
改
修
事
業

4
,
1
3
1

合
計

8
0
,
5
8
5

土
木
費

２
　
道
路
橋
り
ょ
う
費

　
町
道
新
設
改
良
事
業

款
項

事
業

名
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１
．
追
　
加

（
単
位
：
千
円
）

事
項

小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金
利
子
補
給
金

合
計

1
5
1

第
　
　
３
　
　
表
　
　
債
　
　
務
　
　
負
　
　
担
　
　
行
　
　
為
　
　
補
　
　
正

期
間

限
　
　
度
　
　
額

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
10
年
度
ま
で

1
5
1
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１
．

追
　

加

起
債
の
目
的

起
債

の
方

法
利
率

上
水

道
事

業
出
資
債

4
.
5
％

以
　
内

合
計

16
,6
00

　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融

資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場

合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る

も
の
に
よ
る
。

 
 
た
だ
し
、
町
財
政
の
都
合
に
よ

り
、
据
置
期
間
及
び
償
還
期
限
を
短

縮
し
若
し
く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は

低
利
に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

証
書

借
入

又
　

　
は

証
券

発
行

第
　
　
４
　
　
表
　
　
地
　
　
方
　
　
債
　
　
補
　
　
正

限
度

額
償
還
の
方
法

千
円

90
8,
00
0

(
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

当
該

見
直

し
後

の
利
率
）
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２
．

変
　

更

限
度

額
起

債
の

方
法

利
率

償
還
の
方
法

限
度
額

起
債

の
方

法
利

率
償

還
の

方
法

千
円

千
円

％

過
疎

地
域

持
続
的
発
展
特
別
事
業

73
,4
00

4.
5％

以
　

内
5
5
,
9
0
0

児
童

セ
ン

タ
ー
整
備
事
業

25
2,
50
0

2
5
2
,
0
0
0

町
道

新
設

改
良
事
業

17
8,
60
0

1
5
4
,
2
0
0

緊
急

防
災

・
減
災
事
業

56
,3
00

5
1
,
4
0
0

小
学

校
施

設
改
修
事
業

7,
30
0

5
,
4
0
0

合
計

90
8,
00
0

8
5
8
,
8
0
0

起
債
の
目
的

　
政
府
資
金
に
つ
い
て

は
、
そ
の
融
資
条
件
に

よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の

場
合
に
は
、
そ
の
債
権

者
と
協
定
す
る
も
の
に

よ
る
。

　
た
だ
し
、
町
財
政
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期

間
及
び
償
還
期
限
を
短

縮
し
若
し
く
は
、
繰
上

げ
償
還
又
は
低
利
に
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

補 正 前 に 同 じ

補
正

前

(た
だ

し
、

利
率

見
直

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
資

金
に

つ
い

て
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
当

該
見

直
し

後
の

利
率

）

補
正

後

補 正 前 に 同 じ

補 正 前 に 同 じ

証
書

借
入

又
　

　
は

証
券

発
行
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議
案
第
６
号

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
代
替
バ
ス
運
送
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
の
代
替
バ
ス
運
送
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
２
６
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出

 

そ
れ
ぞ
れ
７
５
，
７
９
３
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、

 

「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

使
用
料
及
び
手
数
料

1
2
,
2
5
0

3
6
7

2
,
6
1
7

使
用

料
1

2
,
2
5
0

3
6
7

2
,
6
1
7

県
支

出
金

2
2
0
,
4
9
4

2
3
8

2
0
,
7
3
2

県
補

助
金

1
2
0
,
4
9
4

2
3
8

2
0
,
7
3
2

繰
入

金
3

4
3
,
4
7
3

△
1
,
2
7
0

4
2
,
2
0
3

他
会

計
繰

入
金

1
4
3
,
4
7
3

△
1
,
2
7
0

4
2
,
2
0
3

諸
収

入
5

1
0
,
0
0
1

3
9

1
0
,
0
4
0

雑
入

2
1
0
,
0
0
0

3
9

1
0
,
0
3
9

財
産

収
入

6
0

2
0
0

2
0
0

財
産

売
払

収
入

1
0

2
0
0

2
0
0

7
5
,
7
9
3

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

7
6
,
2
1
9

△
4
2
6
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補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
1

7
6
,
0
1
9

△
4
2
6

7
5
,
5
9
3

総
務

管
理

費
 
1

7
6
,
0
1
9

△
4
2
6

7
5
,
5
9
3

7
5
,
7
9
3

歳
出

合
計

7
6
,
2
1
9

△
4
2
6
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議
案
第
７
号

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
の
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
，
４
０
４
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

 

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
０
９
，
４
３
７
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、

 

「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

1
1
4
0
,
8
1
4

8
,
6
0
1

1
4
9
,
4
1
5

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

1
1
4
0
,
8
1
4

8
,
6
0
1

1
4
9
,
4
1
5

広
域

連
合

支
出

金
3

4
,
2
8
1

3
4
3

4
,
6
2
4

広
域

連
合

委
託

金
1

4
,
2
8
1

3
4
3

4
,
6
2
4

繰
入

金
5

5
3
,
3
4
1

△
1
,
5
4
0

5
1
,
8
0
1

他
会

計
繰

入
金

1
5
3
,
3
4
1

△
1
,
5
4
0

5
1
,
8
0
1

2
0
9
,
4
3
7

歳
入

合
計

2
0
2
,
0
3
3

7
,
4
0
4
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補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
1

9
,
9
1
4

0
9
,
9
1
4

総
務

管
理

費
 
1

9
,
8
8
2

0
9
,
8
8
2

広
域

連
合

納
付

金
2

1
9
1
,
9
1
8

7
,
4
0
4

1
9
9
,
3
2
2

広
域

連
合

納
付

金
 
1

1
9
1
,
9
1
8

7
,
4
0
4

1
9
9
,
3
2
2

2
0
9
,
4
3
7

歳
出

合
計

2
0
2
,
0
3
3

7
,
4
0
4
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議
案
第
８
号

 

  

令
和
７
年
度
岩
美
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

 

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
４
，
５
５
４
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

 

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
２
９
２
，
５
３
５
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、

 

「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 

  
令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

国
民

健
康

保
険

税
1

1
6
2
,
4
0
2

1
,
6
4
5

1
6
4
,
0
4
7

国
民

健
康

保
険

税
1

1
6
2
,
4
0
2

1
,
6
4
5

1
6
4
,
0
4
7

県
支

出
金

4
1
,
0
6
6
,
4
2
2

△
6
3
,
7
6
1

1
,
0
0
2
,
6
6
1

県
補

助
金

1
1
,
0
6
6
,
4
2
1

△
6
3
,
7
6
1

1
,
0
0
2
,
6
6
0

財
産

収
入

5
9
7

6
9
2

7
8
9

財
産

運
用

収
入

1
9
7

6
9
2

7
8
9

繰
入

金
7

1
2
6
,
7
7
0

△
3
,
1
3
0

1
2
3
,
6
4
0

他
会

計
繰

入
金

1
8
7
,
7
4
1

△
3
,
1
3
0

8
4
,
6
1
1

1
,
2
9
2
,
5
3
5

歳
入

合
計

1
,
3
5
7
,
0
8
9

△
6
4
,
5
5
4
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補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
1

1
1
,
6
3
1

△
1
7
1

1
1
,
4
6
0

総
務

管
理

費
 
1

1
0
,
7
3
9

△
1
9

1
0
,
7
2
0

徴
税

費
 
2

6
9
3

△
1
5
2

5
4
1

保
険

給
付

費
2

1
,
0
4
1
,
5
0
0

△
6
2
,
3
7
8

9
7
9
,
1
2
2

療
養

諸
費

 
1

8
6
8
,
7
8
8

△
4
2
,
7
0
2

8
2
6
,
0
8
6

高
額

療
養

費
 
2

1
6
8
,
5
0
0

△
1
9
,
0
7
6

1
4
9
,
4
2
4

葬
祭

諸
費

 
5

1
,
2
0
0

△
6
0
0

6
0
0

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

3
2
6
3
,
8
1
6

0
2
6
3
,
8
1
6

医
療

給
付

費
分

 
1

1
7
6
,
4
3
7

0
1
7
6
,
4
3
7

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

 
2

6
8
,
2
7
6

0
6
8
,
2
7
6

介
護

納
付

金
分

 
3

1
9
,
1
0
3

0
1
9
,
1
0
3

保
健

事
業

費
5

3
0
,
5
4
9

△
1
,
5
6
4

2
8
,
9
8
5

特
定
健
康
診
査
等
事
業
費

 
1

1
1
,
4
2
2

△
4
4

1
1
,
3
7
8

保
健

事
業

費
 
2

7
,
6
4
3

△
1
,
7
9
7

5
,
8
4
6

健
康

管
理

費
 
3

1
1
,
4
8
4

2
7
7

1
1
,
7
6
1

積
立

金
6

9
7

6
9
2

7
8
9

積
立

金
 
1

9
7

6
9
2

7
8
9

諸
支

出
金

7
7
,
4
9
5

△
1
,
1
3
3

6
,
3
6
2

繰
出

金
 
3

5
,
8
7
1

△
1
,
1
3
3

4
,
7
3
8

1
,
2
9
2
,
5
3
5

歳
出

合
計

1
,
3
5
7
,
0
8
9

△
6
4
,
5
5
4
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議
案
第
９
号

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
の
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０
，
９
８
８
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

 

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
５
６
４
，
７
２
５
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、

 

「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清

 
 

54



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

保
険

料
1

2
9
2
,
8
7
5

9
6
8

2
9
3
,
8
4
3

介
護

保
険

料
1

2
9
2
,
8
7
5

9
6
8

2
9
3
,
8
4
3

国
庫

支
出

金
3

3
8
8
,
2
5
9

△
1
6
,
1
0
1

3
7
2
,
1
5
8

国
庫

補
助

金
2

1
3
4
,
7
2
9

△
1
6
,
1
0
1

1
1
8
,
6
2
8

支
払

基
金

交
付

金
4

3
8
8
,
0
6
7

5
,
0
9
3

3
9
3
,
1
6
0

支
払

基
金

交
付

金
1

3
8
8
,
0
6
7

5
,
0
9
3

3
9
3
,
1
6
0

県
支

出
金

5
2
1
0
,
2
1
3

△
9
,
8
9
1

2
0
0
,
3
2
2

県
負

担
金

1
1
9
8
,
7
3
3

△
9
,
9
3
7

1
8
8
,
7
9
6

県
補

助
金

2
1
1
,
4
8
0

4
6

1
1
,
5
2
6

財
産

収
入

6
9
9

4
0
3

5
0
2

財
産

運
用

収
入

1
9
9

4
0
3

5
0
2

繰
入

金
7

2
0
9
,
9
6
7

3
0
,
1
2
3

2
4
0
,
0
9
0

一
般

会
計

繰
入

金
1

2
0
9
,
9
6
7

1
,
7
5
0

2
1
1
,
7
1
7

基
金

繰
入

金
2

0
2
8
,
3
7
3

2
8
,
3
7
3

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
繰
入
金

1
1

5
,
7
9
5

3
9
3

6
,
1
8
8

一
般

会
計

繰
入

金
1

5
,
7
9
5

3
9
3

6
,
1
8
8

1
,
5
6
4
,
7
2
5

歳
入

合
計

1
,
5
5
3
,
7
3
7

1
0
,
9
8
8
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補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
1

1
3
,
1
6
4

2
1

1
3
,
1
8
5

介
護
認
定
審
査
委
員
会
費

 
3

3
,
9
2
2

2
1

3
,
9
4
3

保
険

給
付

費
2

1
,
3
9
1
,
5
7
6

1
7
,
5
8
8

1
,
4
0
9
,
1
6
4

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

 
1

1
,
2
8
0
,
1
4
4

1
8
,
7
6
4

1
,
2
9
8
,
9
0
8

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

 
2

4
7
,
4
4
3

△
3
,
1
0
4

4
4
,
3
3
9

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

 
5

2
7
,
7
2
0

1
,
9
2
8

2
9
,
6
4
8

地
域

支
援

事
業

費
3

7
5
,
6
0
0

9
2
6

7
6
,
5
2
6

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

 
1

3
3
,
5
3
5

2
,
0
3
5

3
5
,
5
7
0

一
般
介
護
予
防
事
業
費

 
2

1
2
,
3
8
7

△
5
2
4

1
1
,
8
6
3

包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費

 
3

2
9
,
2
5
8

△
5
8
5

2
8
,
6
7
3

基
金

積
立

金
4

1
6
,
0
0
2

△
7
,
9
4
0

8
,
0
6
2

基
金

積
立

金
 
1

1
6
,
0
0
2

△
7
,
9
4
0

8
,
0
6
2

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
総
務
費

6
7
,
9
5
9

2
1
2

8
,
1
7
1

サ
ー

ビ
ス

管
理

費
 
1

7
,
9
5
9

2
1
2

8
,
1
7
1

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
事
業
費

7
3
,
9
3
7

1
8
1

4
,
1
1
8

介
護
予
防
支
援
事
業
費

 
1

3
,
9
3
7

1
8
1

4
,
1
1
8

1
,
5
6
4
,
7
2
5

歳
出

合
計

1
,
5
5
3
,
7
3
7

1
0
,
9
8
8
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議
案
第
１
０
号

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

 
（
総

 
則
）

 

第
１
条

 
令
和
７
年
度
岩
美
町
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

 

第
２
条

 
令
和
７
年
度
岩
美
町
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次

の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

（
科

 
目
）

（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

（
 
計

 
）

 

収
入

 

第
１
款

水
道
事
業
収
益

 
２
６
８
，
８
４
９
千
円

 
△
１
，
２
９
５
千
円

２
６
７
，
５
５
４
千
円

 

第
２
項

営
業
外
収
益

 
５
７
，
３
０
９
千
円

 
△
１
，
２
９
５
千
円

５
６
，
０
１
４
千
円

 

支
出

 

第
１
款

水
道
事
業
費
用

 
２
６
８
，
８
４
９
千
円

 
△
１
，
２
９
５
千
円

２
６
７
，
５
５
４
千
円

 

第
１
項

営
業
費
用

 
２
３
９
，
１
２
７
千
円

 
△
１
，
５
０
５
千
円

２
３
７
，
６
２
２
千
円

 

第
２
項

営
業
外
費
用

 
２
９
，
５
７
２
千
円

２
１
０
千
円

２
９
，
７
８
２
千
円
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（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

 

第
３
条

 
予
算
第
４
条
本
文
中
括
弧
書
を
「
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
１
０
７
，
０
３
４
千
円
は
、
当
年
度
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
２
１
，
５
８
６
千
円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
８
５
，
４
４
８
千
円
で
補
て
ん
す
る

も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

（
 
計

 
）

 

収
入

 

第
１
款

資
本
的
収
入

 
２
６
６
，
７
４
９
千
円

 
６
９
，
７
６
９
千
円

 
３
３
６
，
５
１
８
千
円

 

第
１
項

企
 
業

 
債

 
１
７
５
，
９
０
０
千
円

 
４
３
，
９
０
０
千
円

 
２
１
９
，
８
０
０
千
円

 

第
２
項

出
 
資

 
金

 
９
，
４
９
４
千
円

 
１
６
，
７
８
３
千
円

 
２
６
，
２
７
７
千
円

 

第
３
項

補
 
助

 
金

 
７
２
，
８
３
５
千
円

 
８
，
４
８
６
千
円

 
８
１
，
３
２
１
千
円

 

第
４
項

負
 
担

 
金

 
８
，
５
２
０
千
円

 
６
０
０
千
円

 
９
，
１
２
０
千
円

 

支
出

 

第
１
款

資
本
的
支
出

 
３
７
８
，
０
８
６
千
円

 
６
５
，
４
６
６
千
円

 
４
４
３
，
５
５
２
千
円

 

第
１
項

建
設
改
良
費

 
２
６
２
，
４
２
３
千
円

６
５
，
４
６
６
千
円

 
３
２
７
，
８
８
９
千
円
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（
企
業
債
の
補
正
）

 

第
４
条

 
予
算
第
５
条
に
定
め
た
企
業
債
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

起
債

 

の
 

目
的

 

補
 

 
正

 
 
前

 
補

 
 
正

 
 
後

 

限
度
額

 

起
債

 

の
 

方
法

 

利
 

 
率

 
償
還
の
方
法

 
限
度
額

 

起
債

 

の
 

方
法

 

利
率

 

償
還

 

の
 

方
法

 

水
道
施

 

設
改
良

 

事
 
業

 

千
円

 

１
７
５
，
９
０
０

 

証
書
借
入

 

又
は

 

証
券
発
行

 

４
．
５
％
以
内

 

（
た
だ
し
、
利
率
見

直
し
方
式
で
借
り

入
れ
る
資
金
に
つ

い
て
利
率
の
見
直

し
を
行
っ
た
後
に

お
い
て
は
当
該
見

直
し
後
の
利
率
）

 

 
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の

融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他

の
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
協

定
す
る
も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、

町
財
政
の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期

間
及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
若

し
く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は
低
利

に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

千
円

 

２
１
９
，
８
０
０

 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

％
 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
の
補
正
）

 

第
５
条

 
予
算
第
８
条
に
定
め
た
経
費
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（
科

 
 

 
目
）

（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

（
 
計

 
）

 

（
１
）

職
員
給
与
費

２
６
，
６
６
３
千
円

 
△
６
１
７
千
円

２
６
，
０
４
６
千
円

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
清
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議
案
第
１
１
号

 

  

令
和
７
年
度
岩
美
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

 

   
（
総

 
則
）

 

第
１
条

 
令
和
７
年
度
岩
美
町
下
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

  
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

 

第
２
条

 
令
和
７
年
度
岩
美
町
下
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を

次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

  
 

 
 

 
（
科

 
 

 
目
）

 
 

 
 
（
既
決
予
定
額
）

 
 

 
 

 
 

 
（
補
正
予
定
額
）

 
 

 
 

 
 

 
 
（

 
計

 
）

 

収
 

 
 
入

 

第
１
款

 
 
下
水
道
事
業
収
益

 
４
２
７
，
３
６
８
千
円

 
２
４
，
６
３
０
千
円

 
４
５
１
，
９
９
８
千
円

 

 
第
２
項

 
 

 
営
業
外
収
益

 
２
２
８
，
２
５
０
千
円

 
２
４
，
６
３
０
千
円

 
２
５
２
，
８
８
０
千
円

 

 

 

支
 

 
 
出

 

第
１
款

 
 
下
水
道
事
業
費
用

 
４
２
７
，
３
６
８
千
円

 
２
４
，
６
３
０
千
円

 
４
５
１
，
９
９
８
千
円

 

第
１
項

 
 

 
営
業
費
用

 
３
７
７
，
４
２
８
千
円

 
２
４
，
４
９
０
千
円

 
４
０
１
，
９
１
８
千
円

 

第
２
項

 
 

 
営
業
外
費
用

 
４
９
，
７
９
０
千
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１
４
０
千
円

 
 

 
 

 
 
４
９
，
９
３
０
千
円
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（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

 

第
３
条

 
予
算
第
４
条
本
文
中
括
弧
書
を
「
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
２
７
，
３
６
３
千
円
は
、
当
年
度
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
１
１
，
７
０
１
千
円
、
当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
１
５
，
６
６
２
千
円
で
補
て
ん
す
る
も
の

と
す
る
。
」
に
改
め
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

（
 
計

 
）

 

収
入

 

第
１
款

資
本
的
収
入

 
５
５
１
，
９
５
５
千
円

 
４
，
９
８
２
千
円

 
５
５
６
，
９
３
７
千
円

 

第
１
項

企
 
業

 
債

 
３
０
５
，
２
０
０
千
円

 
△
１
０
，
９
０
０
千
円

２
９
４
，
３
０
０
千
円

 

第
２
項

補
 
助

 
金

 
１
４
４
，
６
４
１
千
円

 
△
１
，
０
３
９
千
円

１
４
３
，
６
０
２
千
円

 

第
３
項

負
担
金
等

 
５
５
，
２
６
５
千
円

 
６
，
４
９
５
千
円

６
１
，
７
６
０
千
円

 

第
４
項

出
 
資

 
金

 
４
６
，
８
４
９
千
円

 
６
，
４
９
７
千
円

５
３
，
３
４
６
千
円

 

第
５
項

そ
の
他
資
本
的
収
入
 

０
千
円

 
３
，
９
２
９
千
円

３
，
９
２
９
千
円

 

支
出

 

第
１
款

資
本
的
支
出

 
６
０
８
，
２
３
４
千
円

 
△
２
３
，
９
３
４
千
円

５
８
４
，
３
０
０
千
円

 

第
１
項

建
設
改
良
費

 
２
９
７
，
９
５
３
千
円

 
△
２
３
，
９
３
４
千
円

２
７
４
，
０
１
９
千
円
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（
企
業
債
の
補
正
）

 

第
４
条

 
予
算
第
５
条
に
定
め
た
企
業
債
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

起
債

 

の
 

目
的

 

補
 

 
正

 
 
前

 
補

 
 
正

 
 
後

 

限
度
額

 

起
債

 

の
 

方
法

 

利
 

 
率

 
償
還
の
方
法

 
限
度
額

 

起
債

 

の
 

方
法

 

利
率

 

償
還

 

の
 

方
法

 

下
水
道

施
 
設

建
 
設

改
 
良

 

事
 
業

 

千
円

 

１
２
４
，
７
０
０

 

証
書
借
入

 

又
は

 

証
券
発
行

 

４
．
５
％
以
内

 

（
た
だ
し
、
利
率
見

直
し
方
式
で
借
り

入
れ
る
資
金
に
つ

い
て
利
率
の
見
直

し
を
行
っ
た
後
に

お
い
て
は
当
該
見

直
し
後
の
利
率
）

 

 
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の

融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他

の
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
協

定
す
る
も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、

町
財
政
の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期

間
及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
若

し
く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は
低
利

に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

千
円

 

１
３
１
，
２
０
０

 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

％
 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

資
本
費

平
 
準

化
 
債

 

千
円

 

１
８
０
，
５
０
０

 

証
書
借
入

 

又
は

 

証
券
発
行

 

４
．
５
％
以
内

 

（
た
だ
し
、
利
率
見

直
し
方
式
で
借
り

入
れ
る
資
金
に
つ

い
て
利
率
の
見
直

し
を
行
っ
た
後
に

お
い
て
は
当
該
見

直
し
後
の
利
率
）

 

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の

融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他

の
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
協

定
す
る
も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、

町
財
政
の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期

間
及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
若

し
く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は
低
利

に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

千
円

 

１
６
３
，
１
０
０

 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

％
 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
 

補
 

正
 

前
 

に
 

同
 

じ
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（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
の
補
正
）

 

第
５
条

 
予
算
第
７
条
に
定
め
た
経
費
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（
科

 
 

 
目
）

（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

（
 
計

 
）

 

（
１
）

職
員
給
与
費

６
，
２
６
６
千
円

 
２
３
５
千
円

 
６
，
５
０
１
千
円

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
清
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議
案
第
１
２
号

 

令
和
７
年
度
岩
美
町
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

 

（
総

 
則
）

 

第
１
条

 
令
和
７
年
度
岩
美
町
病
院
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
業
務
の
予
定
量
の
補
正
）

 

第
２
条

 
令
和
７
年
度
岩
美
町
病
院
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
２
条
（
２
）
年
間
患
者
数
中
「
入
院

３
２
，
４
８
５
人
」
を
「
入
院
３
０
，
６
６
０
人
」
に
、
「
外
来
６
４
，
１
５
２
人
」
を
「
外
来
５
５
，
６
７
２
人
」
に
、
（
３
）
一

日
平
均
患
者
数
中
「
入
院
８
９
人
」
を
「
入
院
８
４
人
」
に
、
「
外
来
２
６
４
人
」
を
「
外
来
２
３
０
人
」
に
、
（
４
）
主
要
な
建
設

改
良
事
業
中
「
医
療
機
械
器
具
等
購
入
事
業
３
６
，
０
３
２
千
円
」
を
「
医
療
機
械
器
具
等
購
入
事
業
３
７
，
２
６
８
千
円
」
に
改

め
る
。

 

 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

 

第
３
条

 
予
算
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

（
科

 
 

 
目
）

 
 

 
（
既
決
予
定
額
）

 
 

 
（
補
正
予
定
額
）

 
（

 
 
計

 
 
）

 

収
 

 
入

 

第
１
款

 
 
病

院
事

業
収

益
 

２
，
１
６
７
，
４
８
５
千
円

 
△
８
０
，
９
４
０
千
円

 
２
，
０
８
６
，
５
４
５
千
円

第
１
項

 
 
医

業
収

益
 

１
，
７
１
６
，
８
６
４
千
円

 
△
１
７
８
，
２
５
５
千
円

 
１
，
５
３
８
，
６
０
９
千
円

 

第
２
項

 
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
収
益

 
４
５
，
１
４
９
千
円

 
△
１
，
６
２
６
千
円

 
 
 
４
３
，
５
２
３
千
円
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第
３
項

 
 
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収
益

 
３
１
，
３
８
３
千
円

 
１
，
３
２
２
千
円

 
 
 
３
２
，
７
０
５
千
円

 

第
４
項

 
医

業
外

収
益

 
３
７
４
，
０
８
８
千
円

 
９
７
，
４
０
０
千
円

４
７
１
，
４
８
８
千
円

 

第
５
項

 
特

別
利

益
 

１
千
円

 
２
１
９
千
円

 
 
２
２
０
千
円

 

支
 

出
 

第
１
款

 
 
病

院
事

業
費

用
 

２
，
３
６
６
，
８
２
０
千
円

 
△
２
０
，
０
５
６
千
円

 
２
，
３
４
６
，
７
６
４
千
円

 
 
第
１
項

 
 
医

業
費

用
 

２
，
２
８
７
，
２
０
７
千
円

 
△
２
９
，
１
４
２
千
円

 
２
，
２
５
８
，
０
６
５
千
円

第
２
項

 
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
費
用

 
３
６
，
９
２
２
千
円

 
△
２
，
５
６
５
千
円

３
４
，
３
５
７
千
円

 

 
 
第
３
項

 
 

医
業

外
費

用
 

４
１
，
７
９
１
千
円

 
△
３
４
７
千
円

４
１
，
４
４
４
千
円

 

第
４
項

 
特

別
損

失
 

６
０
０
千
円

 
１
１
，
９
９
８
千
円

 
１
２
，
５
９
８
千
円

 

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

 

第
４
条

 
予
算
第
４
条
本
文
中
括
弧
書
を
「
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
１
４
４
，
４
１
６
千
円
は
、
当
年

度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
４
，
１
３
８
千
円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
１
４
０
，
２
７
８
千
円
で
補

て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

（
科

 
 

 
目
）

 
（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

 
（

 
計

 
 
）

 

収
 

入
 

第
１
款

 
 
資

本
的

収
入

 
１
７
９
，
１
１
３
千
円

 
３
８
２
千
円

 
１
７
９
，
４
９
５
千
円

 

 
 
第
１
項

 
 
企

業
債

 
 
３
０
，
０
０
０
千
円

 
 

１
０
０
千
円

 
３
０
，
１
０
０
千
円

 

第
２
項

 
出

資
金

 
１
３
７
，
４
４
３
千
円

 
８
千
円

 
１
３
７
，
４
５
１
千
円

 

第
３
項

 
 
補

助
金

 
１
１
，
６
７
０
千
円

 
△
２
６
千
円

１
１
，
６
４
４
千
円
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第
４
項

 
 
看
護
師
奨
学
金
貸
付
金
返
還
金

 
０
千
円

 
３
０
０
千
円

 
３
０
０
千
円

 

支
 

 
 

 
出

 

第
１
款

 
 
資

本
的

支
出

 
３
２
６
，
３
６
３
千
円

 
△
２
，
４
５
２
千
円

３
２
３
，
９
１
１
千
円

 

第
１
項

 
 
建

設
改

良
費

 
４
４
，
３
７
０
千
円

 
１
，
１
４
８
千
円

４
５
，
５
１
８
千
円

 

第
３
項

 
 
 
看
護
師
奨
学
金
貸
付
金

 
４
，
８
０
０
千
円

 
△
１
，
２
０
０
千
円

３
，
６
０
０
千
円

 

第
４
項

 
 
 
薬
剤
師
奨
学
金
貸
付
金

 
２
，
４
０
０
千
円

 
△
２
，
４
０
０
千
円

０
千
円
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（
企
業
債
の
補
正
）

 

第
５
条

 
予
算
第
６
条
に
定
め
た
企
業
債
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

起
債
の

 

目
 
的

 

補
 
正

 
前

 
補

 
正

 
後

 

限
度
額

 
起
債
の

 

方
 
法

 
利

 
率

 
償
還
の
方
法

 
限
度
額

 
起
債
の

 

方
 
法

 
利
率

 
償
還
の

 

方
 
法

 

医
療

機
械

 

器
具
等
購
入

事
業

 

千
円

 

３
０
，
０
０
０

 
証

 
書

 

借
 
入

 

又
 
は

 

証
 
券

 

発
 
行

 

４
．
５
％

 

以
内
（
た
だ

し
、
利
率
見

直
し
方
式
で

借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
、
利
率
の

見
直
し
を
行

っ
た
後
に
お

い
て
は
、
当

該
見
直
し
後

の
利
率
）

 

 
政
府
資
金
に
つ

い
て
は
、
そ
の
融
資

条
件
に
よ
り
、
銀
行

そ
の
他
の
場
合
に

は
、
そ
の
債
権
者
と

協
定
す
る
も
の
に

よ
る
。
た
だ
し
、
町

財
政
の
都
合
に
よ

り
、
据
置
期
間
及
び

償
還
期
限
を
短
縮

し
若
し
く
は
、
繰
上

げ
償
還
又
は
低
利

に
借
換
え
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

千
円

 

３
０
，
１
０
０

 
補 正 前 に 同 じ

％ 補 正 前 に 同 じ

補 正 前 に 同 じ
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（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
の
補
正
）

 

第
６
条

 
予
算
第
８
条
に
定
め
た
経
費
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（
科

 
 

 
目
）

 
 

 
 
（
既
決
予
定
額
）

 
（
補
正
予
定
額
）

 
（

 
 
計

 
 
）

 

（
１
）

職
員
給
与
費

１
，
２
７
４
，
４
９
１
千
円

 
△
２
１
，
４
６
３
千
円

 
１
，
２
５
３
，
０
２
８
千
円

（
２
）

交
際

費
 

 
１
，
０
０
０
千
円

 
△
９
０
０
千
円

１
０
０
千
円

 

（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
の
補
正
）

 

第
７
条

 
予
算
第
９
条
本
文
中
「
５
，
８
７
１
千
円
」
を
「
４
，
７
３
８
千
円
」
に
改
め
、
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

 

（
区

 
 

 
分
）

 
 

 
 

 
 
（
既
決
予
定
額
）

 
 

 
 
（
補
正
予
定
額
）

 
 

 
 

 
（

 
 
計

 
 
）

 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

 
 

 
 

 
 
 
 
５
，
８
７
１
千
円

 
 

 
 
△
１
，
１
３
３
千
円

 
 

４
，
７
３
８
千
円

 

（
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
の
補
正
）

 

第
８
条

 
予
算
第
１
０
条
本
文
中
「
４
５
４
，
２
８
７
千
円
」
を
「
４
２
９
，
３
４
７
千
円
」
に
改
め
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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議案第１３号

岩美町立田後コミュニティ消防センターの指定管理者

の指定について  

 次のとおり岩美町立田後コミュニティ消防センターの指定管理者

を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸  清

記

１．公の施設の名称

岩美町立田後コミュニティ消防センター

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字田後２１９番地２３

田後地区自治会  

会長  福田  照実  

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで
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（提案理由）  

 岩美町立田後コミュニティ消防センターの管理業務を効果的かつ

効率的に行うため、田後地区自治会を指定管理者として指定しよう

とするものであります。  
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議案第１４号

岩美町立網代コミュニティ消防センターの指定管理者

の指定について  

 次のとおり岩美町立網代コミュニティ消防センターの指定管理者

を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸  清

記

１．公の施設の名称

岩美町立網代コミュニティ消防センター

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字網代８１番地

網代地区自治会  

会長  清水  博  

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで
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（提案理由）

 岩美町立網代コミュニティ消防センターの管理業務を効果的かつ

効率的に行うため、網代地区自治会を指定管理者として指定しよう

とするものであります。  
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議案第１５号  

 

 

岩美町立防災センターの指定管理者の指定について  

 

 次のとおり岩美町立防災センターの指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。  

 

  令和８年３月５日提出  

 

               岩美町長  長  戸  清  

 

記  

 

１．公の施設の名称  

   岩美町立防災センター  

 

２．指定管理者となる団体の名称等  

   鳥取県岩美郡岩美町大字岩本６９０番地１５  

   岩本１区  

   区長  中村  義昭  

 

３．指定の期間  

   令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで  
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（提案理由）

 岩美町立防災センターの管理業務を効果的かつ効率的に行うため、

岩本１区を指定管理者として指定しようとするものであります。  
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議案第１６号

岩美町立恩志児童遊園の指定管理者の指定について

 次のとおり、岩美町立恩志児童遊園の指定管理者を指定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、本議会の議決を求める。  

令和８年３月５日提出

岩美町長  長戸  清

記

１．公の施設の名称

岩美町立恩志児童遊園

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字恩志１９１番地

二恩志部落  

区長  山本幸男  

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

75



（提案理由）  

 岩美町立恩志児童遊園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、

二恩志部落を指定管理者として指定しようとするものであります。  
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議案第１７号

岩美町立本庄児童遊園の指定管理者の指定について

 次のとおり、岩美町立本庄児童遊園の指定管理者を指定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、本議会の議決を求める。  

令和８年３月５日提出

岩美町長  長戸  清

記

１．公の施設の名称

岩美町立本庄児童遊園

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字本庄３７０番地

本庄部落  

区長  松村孝也  

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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（提案理由）

 岩美町立本庄児童遊園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、

本庄部落を指定管理者として指定しようとするものであります。  
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議案第１８号

岩美めぐみ館の指定管理者の指定について

 次のとおり岩美めぐみ館の指定管理者を指定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１ 公の施設の名称

 岩美めぐみ館

２ 指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字新井３３７番地４

株式会社いわみ道の駅 

代表取締役 小  島 健一朗 

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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（提案理由）

 岩美めぐみ館の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、株式会

社いわみ道の駅を指定管理者として指定しようとするものでありま

す。 
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議案第１９号

岩美町立緑地管理中央センターの指定管理者の指定について

 次のとおり岩美町立緑地管理中央センターの指定管理者を指定す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１ 公の施設の名称

岩美町立緑地管理中央センター

２ 指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字新井３３７番地４

株式会社いわみ道の駅 

代表取締役 小  島 健一朗 

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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（提案理由） 

 岩美町立緑地管理中央センターの管理業務を効果的かつ効率的に

行うため、株式会社いわみ道の駅を指定管理者として指定しようと

するものであります。 
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議案第２０号

岩美町立陸上山村広場の指定管理者の指定について

 次のとおり岩美町立陸上山村広場の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１ 公の施設の名称

岩美町立陸上山村広場

２ 指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字陸上１０３０番地

陸上自治会

会長 中島 睦郎

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで
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（提案理由）

 岩美町立陸上山村広場の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、陸上自治会を指定管理者として指定しようとするものでありま

す。 
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議案第２１号  

 

 

   東漁村センターの指定管理者の指定について  

 

 次のとおり東漁村センターの指定管理者を指定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により本議会の議決を求める。  

 

  令和８年３月５日提出  

 

           岩美町長  長  戸   清  

 

記  

 

１．公の施設の名称  

   東漁村センター  

 

２．指定管理者となる団体の名称等  

   鳥取県岩美郡岩美町大字大羽尾３４６番地３７  

    鳥取県漁業協同組合東支所  

    支所長  元部  繁紀  

 

３．指定の期間  

   令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで  
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（提案理由）

 東漁村センターの管理業務を効果的かつ効率的に行うため、鳥取

県漁業協同組合東支所を指定管理者として指定しようとするもので

あります。  
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議案第２２号

岩美町立本庄共同作業所の指定管理者の指定について

 次のとおり岩美町立本庄共同作業所の指定管理者を指定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

岩美町立本庄共同作業所

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字本庄２９６番地

本庄第三農事実行組合 

組合長 岡田 純一 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで

87



 

 

（提案理由） 

 岩美町立本庄共同作業所の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、本庄第三農事実行組合を指定管理者として指定しようとするも

のであります。  
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議案第２３号

岩美町立恩志共同作業所の指定管理者の指定について

 次のとおり岩美町立恩志共同作業所の指定管理者を指定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

岩美町立恩志共同作業所

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字恩志１９１番地

二恩志部落 

区長 山本 幸男 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで
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（提案理由）

 岩美町立恩志共同作業所の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、二恩志部落を指定管理者として指定しようとするものでありま

す。  
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議案第２４号

岩美町立恩志地区会館の指定管理者の指定について

 次のとおり岩美町立恩志地区会館の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

岩美町立恩志地区会館

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字恩志１９１番地

二恩志部落 

区長 山本 幸男 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで
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（提案理由） 

 岩美町立恩志地区会館の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、二恩志部落を指定管理者として指定しようとするものでありま

す。  
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議案第２５号

岩美町立岩井スポーツ施設の指定管理者の指定について

 次のとおり岩美町立岩井スポーツ施設の指定管理者を指定するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

岩美町立岩井スポーツ施設

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字岩井５５７番地

岩井温泉区 

区長 田中 篤夫 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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（提案理由）

 岩美町立岩井スポーツ施設の管理業務を効果的かつ効率的に行う

ため、岩井温泉区を指定管理者として指定しようとするものであり

ます。  
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議案第２６号 

 

 

東地区社会体育施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり東地区社会体育施設の指定管理者を指定することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６

項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月５日提出 

 

                岩美町長 長 戸  清 

 

記 

 

１．公の施設の名称 

   東地区社会体育施設 

       

２．指定管理者となる団体の名称等 

      鳥取県岩美郡岩美町大字陸上１０３０番地 

   東地区自治会 

      会長 中島 睦郎 

 

３．指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（提案理由）

 東地区社会体育施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、

東地区自治会を指定管理者として指定しようとするものでありま

す。  
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議案第２７号

田後地区社会体育施設の指定管理者の指定について

 次のとおり田後地区社会体育施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

田後地区社会体育施設

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字田後２１９番地２３

田後地区自治会 

会長 福田 照実 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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（提案理由） 

 田後地区社会体育施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、田後地区自治会を指定管理者として指定しようとするものであ

ります。  
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議案第２８号

網代地区社会体育施設の指定管理者の指定について

 次のとおり網代地区社会体育施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

網代地区社会体育施設

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字網代８１番地

網代地区自治会 

会長 清水 博 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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（提案理由）

 網代地区社会体育施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、網代地区自治会を指定管理者として指定しようとするものであ

ります。  
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議案第２９号 

 

 

小田地区社会体育施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり小田地区社会体育施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月５日提出 

 

                岩美町長 長 戸  清 

 

記 

 

１．公の施設の名称 

   小田地区社会体育施設 

       

２．指定管理者となる団体の名称等 

      鳥取県岩美郡岩美町大字黒谷２９番地３ 

   小田地区自治会 

      会長 亀井 勲 

 

３．指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（提案理由）

 小田地区社会体育施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、小田地区自治会を指定管理者として指定しようとするものであ

ります。  
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議案第３０号 

 

 

岩井地区社会体育施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり岩井地区社会体育施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月５日提出 

 

                岩美町長 長 戸  清 

 

記 

 

１．公の施設の名称 

   岩井地区社会体育施設 

       

２．指定管理者となる団体の名称等 

      鳥取県岩美郡岩美町大字長谷８６５番地 

   岩井地区自治会 

      会長 山﨑 洋二 

 

３．指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103



（提案理由）

 岩井地区社会体育施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、岩井地区自治会を指定管理者として指定しようとするものであ

ります。  
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議案第３１号

蒲生地区社会体育施設の指定管理者の指定について

 次のとおり蒲生地区社会体育施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清

記

１．公の施設の名称

蒲生地区社会体育施設

２．指定管理者となる団体の名称等

鳥取県岩美郡岩美町大字洗井１０５４番地

蒲生地区自治会 

会長 平井 和憲 

３．指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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（提案理由）

 蒲生地区社会体育施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うた

め、蒲生地区自治会を指定管理者として指定しようとするものであ

ります。  
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議案第３２号

岩美町空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について

 次のとおり岩美町空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項の規定により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長戸  清
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（提案理由）

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施

行に伴い、適切な管理が行われない空家等の発生及び放置された空

家等による災害を未然に防ぎ、さらなる町民の良好な生活環境の保

全並びに安心安全なまちづくりに資するため、この条例の一部を改

正しようとするものであります。  
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   岩美町空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する  

条例  

 

 岩美町空家等の適切な管理に関する条例（平成２９年岩美町条例

第３号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「発生」の次に「及び放置された空家等による災害等」

を加える。  

第２条第１項第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号

の次に次の１号を加える。  

（３）管理不全空家等  そのまま放置すれば特定空家等に該当す

ることとなるおそれのある空家等  

第３条中「ものとする。」を「とともに、国、県又は町が実施す

る空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」

に改める。  

第５条中「第６条」を「第７条」に改め、同条第２項第６号中「第

１４条」を「第２２条」に改め、同号から第９号までを１号ず

つ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。  

（６）管理不全空家等に対する措置（法第１３条第１項の規定に

よる指導、同条第２項の規定による勧告をいう。以下同じ。）  

 第７条第２項中「第１０条」を「法第２２条第１項」に改め、「第

１２条」を「第３項」に改め、「おいて、」の次に「空家等の

所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又

はその職員若しくは、」を加える。  

 第８条第２項中「地方公共団体の長」の次に「、空家等に工作物

を設置している者、」を加える。  

 第１０条中「第１４条」を「第２２条」に改め、同条に次の１項

を加える。  

２  町長は、法第１３条第１項の規定に基づき、管理不全空家等

の所有者等に対し、当該管理不全空家等に関し、当該管理不全

空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するた

めに必要な措置をとるよう指導をすることができる。  

 第１１条中「第１４条」を「第２２条」に改め、「前条」の次に

「第１項」を加え、同条に次の１項を加える。  

２  町長は、法第１３条第２項の規定に基づき、前条第２項の規
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定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の

状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者

に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特

定空家等に該当することとなることを防止するために必要な

具体的な措置について勧告することができる。  

第１２条第１項から第６項までの規定中「第１４条」を「第２２

条」に改め、同条第１項中「前条」の次に「第１項」を加え、

同条第７項中「第１０条」を「法第２２条第１項」に改め、「第

１１条」を「第２２条第２項」に改め、「第１４条」を「第２

２条」に改め、同条第８項中「第１４条」を「第２２条」に改

める。  

第１３条に次の１項を加える。

２  町長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保

安上著しく危険な状態にある等、当該特定空家等に関し緊急

に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を

図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、法

第２２条第３項から第８項までの規定により当該措置をとる

ことを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわら

ず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その

措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。  

第１５条本文を次のように改める。

町長は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため又

は各種災害により被害が生じた又は見込まれるものであって緊

急的又は予防的な除却を要する空家等の除却等に必要な費用に

対し助成することができる。  

第１６条を第１８条とし、第１３条から第１５条までを１条ずつ

繰り下げ、第１２条の次に次の１条を加える。  

第１３条  町長は、法第２２条第３項に規定する命令を受けた

所有者等が、正当が理由なく命令に従わないときは、次に掲

げる事項を公表することができる。  

（１）命令に従わない所有者等の氏名及び住所（法人にあって

は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

（２）命令の対象である特定空家等の所在地  

（３）命令の内容  
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（４）前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項  

第１６条の次に次の１条を加える。  

第１７条  町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、

崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広

場その他公共の場所において、人の生命若しくは身体又は財

産に対する重大な危害を及ぼし、又はそのおそれがあると認

めるときは、所有者等の特定に時間を要する場合又は連絡が

とれない場合に限り、その危害等を予防し、又はその拡大を

防ぐため、必要な最低限度の措置（以下「緊急安全措置」と

いう。）を自ら行い、又は第三者をしてこれをさせることが

できる。  

２  町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置

に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を、当該

空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該空家

等の所有者等がすでにこれを知っているときは、この限りで

ない。  

３  前項の規定にかかわらず、町長は、緊急安全措置を講じた

場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等又

はその連絡先を確知できないときは、当該緊急安全措置に係

る空家等の所在地及び緊急安全措置の内容を告示するものと

する。  

４  町長は、第１項の規定により緊急安全措置を講じたときは、

それに要した費用を当該空家等の所有者等から徴収すること

ができる。  

  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第３３号

岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正に

ついて  

 次のとおり岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部を改

正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸  清
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（提案理由）

条文で引用する災害救助法の改正、及び定義等を明確に記載し円

滑な制度の運用に資するため、この条例の一部を改正しようとする

ものであります。  
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岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部を改正  

する条例  

 

岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例（平成１３年岩美町条

例第１８号）の一部を次のように改正する。  

第２条を次のように改める。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）指定自然災害  被災者生活再建支援法（平成１０年法律第

６６号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する自然災害

のうち、次のいずれかに該当するものであって、町長が指定し

たものをいう。  

  ア  県内において１０以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生

した自然災害  

  イ  町内において５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生し

た自然災害  

  ウ  １の集落においてその世帯数の２分の１以上で、かつ、２

以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害  

  エ  アからウまでに掲げるもののほか、被災地域における地域

社会の維持が困難になるおそれのある被害が発生した自然災

害  

（２）居宅  指定自然災害が発生した日（以下「発生日」という。）

の前日においてその所有者、所有者の３親等以内の親族、賃借

人その他これに準ずる者として町長が別に定めるものが生活の

本拠としていた住宅をいう。  

（３）全壊世帯  指定自然災害（法第２条第２号の政令で定める

自然災害を除く。次号において同じ。）により被害を受けた世帯

であって、次に掲げるものをいう。  

  ア  当該指定自然災害によりその居宅が全壊した世帯  

  イ  当該指定自然災害によりその居宅が半壊し、又はその居宅

の敷地に被害が生じ、法第２条第２号ロに規定する事由によ

り、当該居宅を解体し、又は解体されるに至った世帯  

  ウ  当該指定自然災害に係る法第２条第２号ハに規定する事由
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により、その居宅が居住不能なものとなり、かつ、その状態

が長期にわたり継続することが見込まれる世帯  

（４）大規模半壊世帯  指定自然災害によりその居宅が半壊し、

法第２条第２号二に規定する大規模な補修を行わなければこれ

に居住することが困難であると認められる世帯（同号に規定す

る被災世帯並びに前号イ及びウに掲げる世帯を除く。）をいう。 

（５）半壊世帯  指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯の

うち、当該居宅の損壊に係る部分の床面積の延べ床面積に対す

る割合又は町長が別に定めるところにより算定した損壊に係る

割合（以下「被害割合」という。）が２０パーセント以上のもの

（前２号に掲げる世帯を除く。）をいう。

（６）一部損壊世帯  指定自然災害によりその居宅が損壊した世

帯のうち、当該居宅の被害割合が１０パーセント以上のもの（前

３号に掲げる世帯を除く。）をいう。  

２  前項第１号アからウまでの規定を適用する場合においては、

次の各号に掲げる世帯は、それぞれ当該各号の定める数をもって、

住宅が全壊した１の世帯とみなす。  

（１）住宅の被害割合が２０パーセント以上である世帯（住宅が

全壊したもの及び次号に掲げるものを除く。）  ２  

（２）住宅が床上に達する浸水又は土砂の堆積等による一時的に

居住することができない状態となった世帯  ３  

第３条第１項の次に次の１項を加える。  

２  前項の規定にかかわらず、町長は、やむ得ない事情により、

給付金の対象となる者が同項各号に規定する期間内に交付の申請

又は事業の完了をすることができないと認めるときは、県知事に

協議の上、その期間を延長することができる。  

第４条を削り、第５条を第４条とする。  

別表（第３条、第４条関係）を別表（第３条関係）に改める。  

別表中（８）の項第５欄中「第６号」を「第７号」に改める。  

 附  則  

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ３ ４ 号  

 

 

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 全 部 改 正 に つ い て  

 

次 の と お り 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 全 部 を 改 正 す る

こ と に つ い て 、地 方 自 治 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）第 ９

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 本 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

  令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提 出  

 

岩 美 町 長  長  戸   清     
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（ 提 案 理 由 ）

国 家 公 務 員 の 旅 費 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 こ の

条 例 の 全 部 を 改 正 し よ う と す る も の で あ り ま す 。  
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職員等の旅費に関する条例

職員等の旅費に関する条例（昭和４５年岩美町条例第２８号）の

全部を改正する。  

（目的）  

第１条  この条例は、公務のために旅行する職員等に支給する旅費

に関し、必要な事項を定めるものとする。  

２  町が、町長、副町長、教育長及び病院事業管理者（以下「町長

等」という。）並びに職員（地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第３条第２項に規定する職員をいい、地方公営企業等

の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第

４号に規定する職員及び同法附則第５項に規定する単純な労務に

雇用される職員を除く。以下「職員等」という。）及び職員以外の

者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある

場合を除き、この条例の定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）  内国旅行  本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれら

に附属する島の存する領域をいう。次号及び次条第２項におい

て同じ。）における旅行をいう。  

（２）  外国旅行  本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）

をいう。この号及び次条第２項において同じ。）との間における

旅行及び外国における旅行をいう。  

（３）  出張  職員等が公務のため一時在勤庁（常時勤務する在

勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者（以
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下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居

所その他旅行命令権者が認める場所）を離れて旅行し、又は職

員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行す

ることをいう。  

（４）  赴任  新たに採用された職員が、その採用に伴う移転の

ため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜら

れた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁

に旅行することをいう。  

（５）  帰任  職員が退職し、又は死亡した場合において、その

職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。 

（６）  家族  職員等の配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）子、父母、孫、祖

父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持し

ているものをいう。  

（７）  遺族  職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹並びに職員等の死亡当時、職員等と生計を一にしていた他

の親族をいう。  

（８） 旅行役務提供者  旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第

２３９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その

他の規則で定める者（以下この号において「旅行業者等」とい

う。）であって、町と旅行役務提供契約（旅行業者等が町に対し

て旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供す

ることを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に

係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次

条第８項において同じ。）を締結したものをいう。  
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（旅費の支給）  

第３条  職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対

し旅費を支給する。  

２  職員等、又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。  

（１）  職員等が出張又は赴任のため内国旅行中に、退職、免職

（罷免を含む。）、失職又は休職（以下この号及び第４号並びに

次項において「退職等」という。）となった場合（当該退職等に

伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員等  

（２） 職員等が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合

には、当該職員等の遺族

（３） 職員等が死亡した場合において、当該職員等の本邦にあ

る遺族がその死亡の日の翌日から３箇月以内にその居住地を出

発して帰任したときは、当該遺族  

（４） 職員等が出張のための外国旅行中に退職等となった場合

（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当

該職員等  

（５） 職員等が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、

当該職員等の遺族  

３  職員等が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、

地方公務員法第２８条第４項又は第２９条第１項の規定により退

職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定によ

る旅費は支給しない。  

４  職員等又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、

公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等とし

て旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。  
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５  第１項、第２項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他

の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる

必要がある場合には、旅費を支給する。  

６  第１項、第２項及び前２項の規定により旅費の支給を受けるこ

とができる者が、次条第３項の規定により旅行命令又は旅行依頼

（以下「旅行命令等」という。）の変更（取消しを含む。以下同じ。）

を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅

行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支

出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することが

できる。  

７  第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を

受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情に

より概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概

算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部又は一

部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定

める金額を旅費として支給することができる。  

８  第１項、第２項、第４項及び第５項までに規定する場合におい

て、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき

金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給

に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当す

るものとして支払うことができる。  

（旅行命令等）  

第４条  次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、

旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならな

い。  

（１）  前条第１項の規定に該当する旅行  旅行命令  
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（２）  前条第４項の規定に該当する旅行  旅行依頼  

２  旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段に

よっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、

予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発する

ことができる。  

３  旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があ

ると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次

条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、そ

の変更をすることができる。  

４  旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするとき

は旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に

当該旅行に関する事項を記載又は記録し、これを当該旅行者に通

知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項

の記載又は記録するいとまがない場合には、この限りでない。  

５  前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなか

った場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める

事項の記載又は記録をしなければならない。  

６  旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

（旅行命令等に従わない旅行）

第５条  旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により旅行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命

令等を含む。以下この条において同じ。）に従って旅行することが

できない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更

の申請をしなければならない。  

２  旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするい

とまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、でき
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るだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなけ

ればならない。  

３  旅行者が、第２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、

又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行

命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に

従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。 

（旅費の種目）  

第６条  旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移

転費とする。  

（旅費の計算）  

第７条  旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、

最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計

算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合に

は、その現によった経路及び方法によって計算する。  

（旅費の請求手続）  

第８条  旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする

旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算

をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けよう

とする旅行役務提供者は所定の請求書に必要な書類を添えて、こ

れを当該旅費の支払をする者（以下「支出担当者等」という。）に

提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の

全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅

費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅

費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の
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支給又は支払を受けることができない。  

２  概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了し

た後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の

精算をしなければならない。  

３  支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった

場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならな

い。  

４  支出担当者等は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受け

た旅行者が、第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった

場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合に

は、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又

は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当す

る金額を差し引かなければならない。  

５  第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項

及び様式、第２項及び第３項に規定する期間並びに前項に規定す

る給与の種類は、規則で定める。  

（鉄道賃）  

第９条  鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）

第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法

（大正１０年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道その他

それに類するものをいう。次項及び第１２条において同じ。）を利

用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２

号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて

別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。  

（１）  運賃  
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（２）  急行料金  

（３）  寝台料金  

（４）  座席指定料金  

（５）  前各号に掲げる費用に付随する費用  

２  前項第１号に掲げる運賃額の上限は、運賃の等級が区分された

鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。  

（船賃）  

第１０条  船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）

第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれ

に類するものいう。次項及び第１２条において同じ。）を利用する

移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から

第４号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支

払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。  

（１）  運賃  

（２）  寝台料金  

（３）  座席指定料金  

（４）  前各号に掲げる費用に付随する費用  

２  前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。  

（航空賃）  

第１１条  航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）

第２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及び

これに類するものをいう。次項及び次条において同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及

び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払
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うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の

合計額とする。  

（１）  運賃  

（２）  座席指定料金  

（３）  前２号に掲げる費用に付随する費用  

２  前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

（その他の交通費）  

第１２条  その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに

限る。）の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない

場合には、路程１キロメートルにつき３７円とする。  

（１）  道路運送法（昭和２８年法律第１８３号）第３条第１号

イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に

運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用

に供する自動車を利用する移動に要する運賃

（２）  道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車

運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段

（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃

（３）  前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第

８０条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自

動車の賃料その他の移動に直接要する費用

（４）  前３号に掲げる費用に付随する費用  

２  前項ただし書の場合において全路程を通算して計算し、通算し
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た路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てる  

（宿泊費）  

第１３条  宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、

別表の区分欄に掲げる宿泊先の区分に応じ、それぞれ宿泊費基準

額の欄に定める額（以下「宿泊費基準額」という。）のとおりとす

る。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で

定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。  

（包括宿泊費）  

第１４条  包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として

支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第  

１２条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基

準額の合計額とする。  

（宿泊手当）  

第１５条  宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるた

めの費用とし、その額は、一夜当たり２，４００円とする。  

２  宿泊手当の額は、第１３条又は前条の規定により支給される宿

泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当すると

きは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。  

（１）  朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含

まれる場合  前項で定める額の３分の２の額

（２）  朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合

前項で定める額の３分の１の額  

３  移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、当該移動に係る第９

条から第１２条までの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空

賃又はその他の交通費（包括宿泊費及び第１８条に規定する家族
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移転費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当するも

のが含まれる場合には、第１項に定める額の３分の１の額とする。 

４  旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する

場所をいう。）に宿泊する場合には、前３項の規定にかかわらず、

宿泊手当は支給しない。  

（転居費）  

第１６条  転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１

項第１号又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を

含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法

により算定される額とする。  

（着後滞在費）  

第１７条  着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用

とし、その額は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る

宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。  

（家族移転費）  

第１８条  家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、

その額は、次に掲げる額とする。  

（１）  赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居してい

る者に限る。以下この号及び次号において同じ。）を職員の新居

住地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員等がその移転

をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手

当及び着後滞在費の合計額に相当する額  

（２）  前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられ

た日の翌日から１年以内に家族を職員等の居住地（赴任後家族

を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後

における職員の新居住地）に移転する場合には、前号の規定に
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準じて算定した額  

２  旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情がある場合には、前項第２号に規定する期間を延長することが

できる。  

（退職者等の旅費）  

第１９条  第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅

費は、退職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う

旅行について、次に規定する旅費とする。  

（１） 職員等が出張のための旅行中に退職等となった場合には、

出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行する

ものとして計算した旅費

（２） 職員等が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、

赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行する

ものとして計算した旅費  

２  前項の場合において、退職等となった職員等が家族を移転する

ときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要す

る費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。  

３  町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項

に規定する期間を延長することができる。

（遺族の旅費）  

第２０条  第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次に

規定する旅費とする。  

（１）  職員等が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張

の例に準じ、職員等が遺族の居住地と死亡地との間を往復する

ものとして計算した旅費  

（２）  職員等が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号
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に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員等が死亡地から新

居住地に旅行するものとして計算した旅費  

２  遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１

項第７号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を

先にする。  

３  第３条第２項第３号の規定により旅費を支給する場合には、出

張の例に準じ、職員等が遺族の居住地から帰住地に旅行するもの

として計算した旅費（宿泊費及び包括宿泊費を除く。）  

４  第３条第２項第５号の規定により支給する旅費は、出張の例に

準じ、職員等が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとし

て計算した旅費  

（旅費の支給額の上限）  

第２１条  鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費

のうちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第

９条第１項各号、第１０条第１項各号、第１１条第１項各号及び

第１２条第１項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第７

条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費

用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。  

２  宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当す

る部分を除く。）及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

に係る旅費の支給額は、当該各種目について第７条、第１３条、

第１４条及び第１６条から第１８条第までの規定により計算した

額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない

額を合計した額とする。

（外国旅行の旅費）  

第２２条  外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅行の旅
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費の例による。

 （渡航雑費）  

第２３条  渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予

防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換

手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で

定める費用の額とする。  

 （死亡手当）  

第２４条  死亡手当は、職員等の外国における死亡（第３条第２項

第５号に規定する場合に限る。）に伴う諸雑費に充てるための費用

とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定

額とする。  

（旅費の調整）  

第２５条  任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受け

る場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上こ

の条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場

合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅

費を支給することとなる場合においては、その実費を超えること

となる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない

ことができる。  

２  任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規

定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情

により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議し

て定める旅費を支給することができる。  

（旅費の特例）  

第２６条  任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律
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第４９号）第１５条第３項又は第６４条の規定に該当する事由が

ある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができない

とき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第  

１５条第３項又は第６４条の規定による旅費又は費用に満たない

ときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に

相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として

支給するものとする。  

（旅費の返納）  

第２７条  支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例

又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相

当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返

納させなければならない。  

２  旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費

の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納

に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出

し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額

を差し引くことができる。  

３  前項に規定する給与の種類は、規則で定める。  

（委任）  

第２８条  この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅

費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則

で定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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（経過措置）  

２  改正後の職員等の旅費に関する条例（以下「改正後の職員等旅

費条例」という。）はこの条例の施行日（以下「施行日」という。）

以後に旅行命令等を発する旅行に適用し、施行日前に旅行命令等

を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日

前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変

更する旅行については、改正後の職員等旅費条例の規定は、当該

旅行の内当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、

当該旅行のうち当該変更前の日前の期間に対応する分については、

なお従前の例による。  

３  改正後の職員等旅費条例第３条第６項及び第７項の規定は、こ

れらの項に規定する者が同上第１項、第２項及び第４項の規定に

より旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正

前の職員等の旅費条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定に

より旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前

の例による。  

（岩美町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正）  

４  次に掲げる条例の規定中「職員等の旅費に関する条例（昭和

４５年岩美町条例第２８号）」を「職員等の旅費に関する条例（令

和８年岩美町条例第  号）」に改める。  

（１）岩美町固定資産評価審査委員会条例（昭和２９年岩美町条例

第１９号）第１５条  

（２）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例（平成１０年岩美町条例第２３号）第６条  

（３）公聴会参加者等の費用弁償に関する条例（昭和２９年岩美町

条例第１４号）第２条
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（４）岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年岩美町条例第１７号）第１９条  

（５）能労務職員の旅費に関する条例（昭和４６年岩美町条例第

１３号）第２条  

（６）岩美町水道企業職員の旅費支給条例（昭和４３年岩美町条例

第２５号）第２条  

（７）岩美町消防団条例（昭和２９年岩美町条例第５８号）第１３

条  

（岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正）  

５  岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。  

（費用弁償）  

第４条  特別職の職員等で非常勤のものが公務のため旅行するとき

は、その旅行について旅費を支給する。  

２  前項の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、そ

の額は職員等の旅費に関する条例（令和８年度岩美町条例第  号）

の規定を準用する。  

３  監査委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、教育委

員会委員及び選挙管理委員会委員が議会（議会の委員会、議会の

運営委員会を含む。）又は委員会の招集に応じ、会議（監査委員が

監査のため出務した場合を含む。）に出席したとき、若しくはこれ

らの者の資格により町長が招集した会議に出席したときは、その

住所区域から会議開催場所に至る間について、実費額を支給する。 
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４  前項に定めるもののほか、特別職の職員等で非常勤のものが職

務を行うため特に要した費用については、その相当額をその都度

支給する。  

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）  

職員の区分 報酬

農業委員会委員 会長 基本給 月額 43,000 円

能率給 規則に定める額

会長職務代理

者  

基本給 月額 28,900 円

能率給 規則に定める額

委員  基本給 月額 24,700 円

能率給 規則に定める額

農地利用最適化推進委員 基本給 月額 24,700 円

能率給 規則に定める額

監査委員 識見 月額 55,000 円

議員選出 〃45,000 円

教育委員会 委員長 〃39,000 円

委員 〃27,000 円

文化財保護委員 日額 8,100 円

選挙管理委員会委員 委員長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

都市計画審議会委員 会長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

固定資産評価審査委員

会委員  

委員長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

総合計画審議会委員 会長 〃8,400 円

副会長 〃8,200 円

委員 〃8,100 円

消防対策審議会委員 会長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

防災会議委員 〃8,100 円
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水防協議会委員 会長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

環境保全審議会委員 会長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

名誉町民選考審議会委

員  

会長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

水道水源保護審議会委

員  

会長 〃8,400 円

副会長 〃8,200 円

委員 〃8,100 円

あらゆる差別をなくす

る審議会委員  

会長 〃8,400 円

副会長 〃8,200 円

委員 〃8,100 円

廃棄物減量等推進審議

会委員  

会長 〃8,400 円

副会長 〃8,200 円

委員 〃8,100 円

情報公開 ･個 人情報保

護審査会委員  

委員 〃9,000 円

男女共同参画審議会 会長 〃8,400 円

副会長 〃8,200 円

委員 〃8,100 円

岩美町特別職報酬等審

議会  

会長 〃8,400 円

委員 〃8,100 円

中央公民館運営審議会委員 〃8,100 円

岩美町立児童館運営委員会委員 年額 4,000 円

岩美町立恩志隣保館運営審議会委員 〃7,200 円

民生委員推薦会 委員長 日額 8,400 円

委員 〃8,100 円

青少年有害図書審議会

委員  

会長 〃8,400 円

副会長 〃8,200 円

委員 〃8,100 円

投票管理者 〃14,500 円

期日前投票所投票管理者 〃12,800 円

開票管理者 〃12,200 円
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投票立会人 〃12,400 円

期日前投票所投票立会人 〃10,900 円

開票立会人 〃10,100 円

選挙長 〃12,200 円

選挙立会人 〃10,100 円

鳥獣被害対策実施隊員 〃5,000 円

緊急銃猟捕獲者 〃46,900 円

いじめ問題調査委員会委員 〃9,000 円

いじめ問題検証委員会委員 〃9,000 円

別表（第１３条関係）

区分 宿泊費基準額（１夜につき）

北海道 13,000 円

青森県 11,000 円

岩手県 9,000 円

宮城県 10,000 円

秋田県 11,000 円

山形県 10,000 円

福島県 8,000 円

茨城県 11,000 円

栃木県 10,000 円

群馬県 10,000 円

埼玉県 19,000 円

千葉県 17,000 円

東京都 19,000 円

神奈川県 16,000 円

新潟県 16,000 円

富山県 11,000 円

石川県 9,000 円

福井県 10,000 円

山梨県 12,000 円

長野県 11,000 円

岐阜県 13,000 円
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静岡県 9,000 円

愛知県 11,000 円

三重県 9,000 円

滋賀県 11,000 円

京都府 19,000 円

大阪府 13,000 円

兵庫県 12,000 円

奈良県 11,000 円

和歌山県 11,000 円

鳥取県 8,000 円

島根県 9,000 円

岡山県 10,000 円

広島県 13,000 円

山口県 8,000 円

徳島県 10,000 円

香川県 15,000 円

愛媛県 10,000 円

高知県 11,000 円

福岡県 18,000 円

佐賀県 11,000 円

長崎県 11,000 円

熊本県 14,000 円

大分県 11,000 円

宮崎県 12,000 円

鹿児島県 12,000 円

沖縄県 11,000 円
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議案第３５号

いわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関する条

例の一部改正について  

 次のとおりいわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関する条

例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸   清
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（提案理由）  

単身者及びおためし地域おこし協力隊並びに地域おこし協力隊イ

ンターンがおためし住宅を使用できるようにするためこの条例の一

部を改正しようとするものであります。
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いわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関する  

条例の一部を改正する条例  

 

いわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関する条例（平成  

２６年岩美町条例第１号）の一部を次のように改正する。  

第４条第２項に次のただし書きを加える。  

  ただし、おためし地域おこし協力隊及び地域おこし協力隊イン  

 ターンとして本町に滞在する者については、各号の規定にかかわ  

らず使用できるものとする。  

第４条第２項第１号中「夫婦、親子等（以下「家族」という。）で」

を削り、同項第２号中「あって、現に同居する家族で使用予定で」

を削り、同号ただし書を削り、同項３号中「転勤」の次に「、婚姻」

を加える。  

 第６条第１項に次のただし書を加える。  

  ただし、おためし地域おこし協力隊及び地域おこし協力隊イン  

 ターンについては、７日未満であっても使用できるものとする。  

別表中「  

７日  １０，０００円  賃借期間が８日以上１月未満のときは、１日

当たり１，０００円を加算する。  

」を「  

７日  

以内  

１０，０００円  賃借期間が８日以上１月未満のときは、１日

当たり１，０００円を加算する。ただし、加

算後の住宅使用料の額が２５，０００円を超

えるときは、２５，０００円を上限とする。 

」に改める。  

 

附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第３６号

岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について  

次のとおり岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和  

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決

を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸  清
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（提案理由）

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、この条例の一

部を改正しようとするものであります。  
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岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を  

定める条例の一部を改正する条例  

 

 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年岩美町条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号」に改める。  

第１８条第２項を次のように改める。  

２  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左

欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が行

われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げ

る健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に

掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合

において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健

康診断等の結果を把握しなければならない。    

児童相談所等における乳児又

は幼児（以下「乳幼児」という。）

の利用開始前の健康診断  

利用乳幼児に対する利用開始

時の健康診断  

乳幼児に対する健康診査  利用開始時の健康診断、定期の

健康診断又は臨時の健康診断  

第２４条第２項中「修了した保育士」の次に「（法第１８条の２７

第１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある家庭的保育事業

所等にあっては、当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の

２９に規定する地域限定保育士を含む。以下同じ。）」を加える。  

 

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第３７号

岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正について  

次のとおり岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸  清
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（提案理由）  

 児童福祉法の一部改正に伴い、この条例の一部を改正しようとす

るものであります。  
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岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年岩美町条例第２５号）の一部を次

のように改正する。  

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号」に改める。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第３８号

岩美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について  

次のとおり岩美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の議

決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸  清
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（提案理由）  

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、この条

例の一部を改正しようとするものであります。  
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岩美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例  

 岩美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２７年岩美町条例第１４号）の一部を次のように改

正する。  

第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育

成事業所にあっては、当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」を加える。  

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号」に改める。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第３９号

岩美町犯罪被害者等支援条例の一部改正について

 次のとおり岩美町犯罪被害者等支援条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の

規定により、本議会の議決を求める。  

  令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸 清
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（提案理由）

 鳥取県において令和８年４月１日から県内統一の新たな犯罪被害

者等に対する経済的支援制度が創設されることに伴い、犯罪被害者

等見舞金の支給について適用期限を令和８年３月３１日とするため、

この条例の一部を改正しようとするものであります。  
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岩美町犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例 

 

岩美町犯罪被害者等支援条例の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（適用期限） 

３ 第７条の規定は、令和８年３月３１日までに発生した犯罪等による犯罪

被害者等について適用する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４０号

岩美町敬老祝金支給条例の一部改正について

次のとおり岩美町敬老祝金支給条例の一部を改正することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定

により、本議会の議決を求める。  

令和８年３月５日提出

岩美町長  長 戸 清  
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（提案理由）

長寿社会が進展する中、敬老祝い金の内容を見直し、健康づくり

など高齢者福祉の充実を図るため、この条例の一部を改正しようと

するものです。  
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岩美町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例  

 

岩美町敬老祝金支給条例（昭和４９年岩美町条例第１８号）の一

部を次のように改正する。  

第２条中「８月」を「９月」に、｢翌年の１月１日から１２月３１

日までの間に８８歳又は９９歳を迎える者とする」を「その年度の

４月１日から３月３１日までの間に１００歳の誕生日を迎える者又

は最高齢の男女とする」に改める。  

第３条第１号中「８８歳」を「１００歳を迎える者」に改め、同

条第２号中「９９歳を迎える者」を「最高齢を迎える男女（ただし、

前項に掲げる者は除く。）」に、「５０，０００円」を  

「５，０００円」に改める。  

第４条中「毎年９月」の次に「１５日以降速やか」を加える。  

 

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第４１号

岩美町介護保険条例の一部改正について

次のとおり岩美町介護保険条例の一部を改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、本議会の議決を求める。  

令和８年３月５日提出

岩美町長  長 戸 清  
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（提案理由）

令和７年度税制改正における給与所得控除の見直しに伴う介護保

険法施行令の改正によって、課税者とみなされることにより意図せ

ず介護保険料が増額されてしまう者を令和８年度に限り保険料の減

免によって救済するため、この条例の一部を改正しようとするもの

です。  
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岩美町介護保険条例の一部を改正する条例

岩美町介護保険条例（平成１２年岩美町条例第１４号）の附則に

次の１条を加える。  

 （令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免）  

第３条  第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世

帯員のうちに令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されていない者で令附則第２５条の規

定により令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されて

いるものとみなされたもの（以下「みなし課税者」という。）が

いる場合であって、そのみなされたことにより当該第１号被保険

者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階（第２条１項各号に

掲げる区分をいう。以下同じ。）が、当該みなし課税者に令附則

第２５条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当

該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階（次

項において「令附則第２５条非適用保険料段階」という。）より

も保険料率の高い保険料段階に決定されたときは、当該第１号被

保険者の令和８年度分の保険料を減免する。  

２  前項の規定により減免する保険料の額は、当該第１号被保険者

について決定された令和８年度分の保険料に係る保険料段階の保

険料率により算定した保険料の額と令附則第２５条非適用保険料

段階の保険料率により算定した保険料の額との差額に相当する額

とする。  

３  第１項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義

務者の申請を要しない。

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第４２号

岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

の一部改正について 

 次のとおり岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関す

る条例の一部を改正することについて、地方自治法(昭和２２年法律

第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 

令和８年３月５日提出

岩美町長 長 戸 清
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（提案理由）

奨学資金償還助成制度の財源の一部とするため、この条例の一部

を改正しようとするものであります。 
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岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関す

る条例の一部を改正する条例  

岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭

和３９年岩美町条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「毎年度基金として積み立てる金額は、１０万円以上と

する」を「基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定

める額とする」に改める。  

第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。  

（処分）  

第７条 町長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定

めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金に

属する現金の一部を処分することができる。  

 附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第４３号

岩美町過疎地域持続的発展計画の策定について

 次のとおり岩美町過疎地域持続的発展計画を定めることについ

て、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年

法律第１９号）第８条第１項の規定により、本議会の議決を求め

る。  

令和８年３月５日提出

岩美町長  長  戸   清
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（提案理由）

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項

の規定により、岩美町過疎地域持続的発展計画を定めようとする

ものであります。  
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議案第４４号  

 

 

岩美町道路線の認定について  

 

次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法（昭和２７

年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、本議会の議決を求め

る。  

 

令和８年３月５日提出  

 

               岩美町長 長 戸  清  

 

 

 
整理番号  

(路線番号 ) 
路線名  

起  点  重要な  

経過地  終  点  

６９８  

(３１０７ ) 
大岩駅線  

岩美町大字大谷字柳ヶ坪 267-2 地先  
 

岩美町大字大谷字上赤梨子 1890-4 地先  

６９９  

(４１２１ ) 
堀川線  

岩美町大字浦富字下番原 3446 地先 
 

岩美町大字浦富字堀川 3384-1 地先  
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（提案理由）  

今回の町道認定は、山陰近畿自動車道の岩美道路が開通したこと 

を受け、鳥取県より県道網代港大岩停車場線の一部及び、工事用道路

の移管申し出があったものを、町道として認定し管理しようとするも

のであります。  
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議
案
第
４
５
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
一
般
会
計
予
算

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
の
一
般
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
，
１
６
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
」
に
よ
る
。

 

（
債
務
負
担
行
為
）

 

第
２
条

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
１
４
条
の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為
を
す
る

 

こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
２
表

 
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

 

（
地
方
債
）

 

第
３
条

 
地
方
自
治
法
第
２
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、

起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
３
表

 
地
方
債
」
に
よ
る
。

 

（
一
時
借
入
金
）

 

第
４
条

 
地

方
自

治
法

第
２

３
５

条
の

３
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

一
時

借
入

金
の

借
入

れ
の

最
高

額
は

、
 

３
０
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。
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（
歳
出
予
算
の
流
用
）

 

第
５
条

 
地
方
自
治
法
第
２
２
０
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
歳
出
予
算
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る

 

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

 

 
(
1
)
 
各
項
に
計
上
し
た
給
料
、
職
員
手
当
及
び
共
済
費
に
係
る
予
算
額
に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
同
一
款
内

 

で
の
こ
れ
ら
の
経
費
の
各
項
の
間
の
流
用
。

 

 

 
令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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金
額

款

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項

町
税

1
1
,
0
9
1
,
0
4
0

町
民

税
1

4
5
8
,
8
0
6

固
定

資
産

税
2

5
1
0
,
6
9
2

軽
自

動
車

税
3

4
6
,
9
5
2

市
町

村
た

ば
こ

税
4

7
3
,
1
2
0

入
湯

税
5

1
,
4
7
0

地
方

譲
与

税
2

6
1
,
8
0
0

自
動

車
重

量
譲

与
税

1
3
8
,
6
0
0

地
方

揮
発

油
譲

与
税

2
9
,
6
0
0

森
林

環
境

譲
与

税
3

1
3
,
6
0
0

利
子

割
交

付
金

3
2
,
5
0
0

利
子

割
交

付
金

1
2
,
5
0
0

配
当

割
交

付
金

4
1
0
,
0
0
0

配
当

割
交

付
金

1
1
0
,
0
0
0

株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金

5
1
3
,
0
0
0

株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金

1
1
3
,
0
0
0

法
人

事
業

税
交

付
金

6
1
4
,
7
0
0

法
人

事
業

税
交

付
金

1
1
4
,
7
0
0

地
方

消
費

税
交

付
金

7
3
0
9
,
5
0
0

地
方

消
費

税
交

付
金

1
3
0
9
,
5
0
0

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

8
3
0
0

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

1
3
0
0

自
動
車
税
環
境
性
能
割
交
付
金

9
1
,
2
0
0

自
動
車
税
環
境
性
能
割
交
付
金

1
1
,
2
0
0

地
方

特
例

交
付

金
1
0

1
6
,
0
0
0

地
方

特
例

交
付

金
1

1
6
,
0
0
0

169



金
額

款
項

地
方

交
付

税
1
1

3
,
8
1
0
,
0
0
0

地
方

交
付

税
1

3
,
8
1
0
,
0
0
0

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

1
2

5
0
0

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

1
5
0
0

分
担

金
及

び
負

担
金

1
3

4
3
5

負
担

金
1

4
3
5

使
用

料
及

び
手

数
料

1
4

7
4
,
7
4
3

使
用

料
1

5
9
,
5
5
0

手
数

料
2

1
5
,
1
9
3

国
庫

支
出

金
1
5

8
4
0
,
7
0
4

国
庫

負
担

金
1

5
2
8
,
0
8
6

国
庫

補
助

金
2

3
0
8
,
8
2
0

国
庫

委
託

金
3

3
,
7
9
8

県
支

出
金

1
6

8
0
7
,
3
7
3

県
負

担
金

1
2
3
7
,
2
4
7

県
補

助
金

2
4
4
4
,
3
6
5

県
委

託
金

3
1
2
5
,
7
6
1

財
産

収
入

1
7

5
7
,
1
8
5

財
産

運
用

収
入

1
5
5
,
5
8
3

財
産

売
払

収
入

2
1
,
6
0
2

寄
附

金
1
8

1
5
3
,
2
1
5

寄
附

金
1

1
5
3
,
2
1
5

繰
入

金
1
9

4
0
9
,
9
4
7

基
金

繰
入

金
1

4
0
2
,
8
9
4

特
別

会
計

繰
入

金
2

7
,
0
5
3

繰
越

金
2
0

1
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金
額

款
項

繰
越

金
繰

越
金

1
2
0

1

諸
収

入
2
1

4
6
,
7
5
7

延
滞
金
加
算
金
及
び
過
料

1
2

町
預

金
利

子
2

5
0
0

貸
付

金
元

利
収

入
3

2
,
2
9
1

受
託

事
業

収
入

4
1

雑
入

5
4
3
,
9
6
3

町
債

2
2

4
3
9
,
1
0
0

町
債

1
4
3
9
,
1
0
0

8
,
1
6
0
,
0
0
0

歳
入

合
計
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金
額

款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項

1
議

会
費

9
4
,
0
0
5

議
会

費
 
1

9
4
,
0
0
5

2
総

務
費

1
,
4
0
0
,
8
5
0

総
務

管
理

費
 
1

1
,
2
0
3
,
6
3
2

徴
税

費
 
2

9
2
,
9
4
1

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
 
3

4
7
,
4
3
0

選
挙

費
 
4

4
1
,
3
1
9

統
計

調
査

費
 
5

5
,
2
9
5

監
査

委
員

費
 
6

1
0
,
2
3
3

3
民

生
費

2
,
6
8
1
,
3
6
7

社
会

福
祉

費
 
1

1
,
3
8
1
,
2
8
9

児
童

福
祉

費
 
2

1
,
1
2
7
,
6
1
6

生
活

保
護

費
 
3

1
7
2
,
4
6
2

4
衛

生
費

8
8
6
,
2
8
0

保
健

衛
生

費
 
1

2
0
4
,
6
1
6

清
掃

費
 
2

1
8
2
,
6
1
5

病
院

費
 
3

4
9
9
,
0
4
9

5
農

林
水

産
業

費
3
6
6
,
4
4
7

農
業

費
 
1

2
5
6
,
5
1
8

林
業

費
 
2

4
4
,
8
3
1

水
産

業
費

 
3

6
5
,
0
9
8

6
商

工
費

2
5
8
,
4
9
9

商
工

費
 
1

2
5
8
,
4
9
9

7
土

木
費

7
4
5
,
4
9
4

土
木

管
理

費
 
1

1
5
6
,
8
4
1

道
路

橋
り

ょ
う

費
 
2

4
0
7
,
4
3
6
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金
額

款
項

都
市

計
画

費
 
3

7
土

木
費

8
,
0
7
1

下
水

道
費

 
4

1
2
7
,
5
1
8

住
宅

費
 
5

4
5
,
0
8
0

河
川

海
岸

費
 
6

5
4
8

8
消

防
費

3
1
5
,
1
2
6

消
防

費
 
1

3
1
5
,
1
2
6

9
教

育
費

6
7
5
,
9
5
7

教
育

総
務

費
 
1

1
4
3
,
5
7
6

小
学

校
費

 
2

1
5
2
,
4
9
0

中
学

校
費

 
3

6
9
,
6
2
1

社
会

教
育

費
 
4

1
6
5
,
8
4
4

保
健

体
育

費
 
5

1
4
4
,
4
2
6

1
0
災

害
復

旧
費

1
,
0
0
0

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費

 
1

1
,
0
0
0

1
1
公

債
費

7
3
2
,
9
7
5

公
債

費
 
1

7
3
2
,
9
7
5

1
2
予

備
費

2
,
0
0
0

予
備

費
 
1

2
,
0
0
0

8
,
1
6
0
,
0
0
0

歳
出

合
計
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（
単
位
：
千
円
）

事
項

期
間

限
　
　
度
　
　
額

中
小
企
業
小
口
融
資
に
係
る
損
失
補
償

令
和
８
年
度
の
融
資
に
つ
い
て
、
令
和
９
年
度
か
ら
金
銭
消
費
貸
借
に

係
る
契
約
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
償
還
が
完
了
す
る
日
が
属
す
る

年
度
の
翌
年
度
ま
で
。
た
だ
し
、
条
件
変
更
措
置
を
受
け
て
貸
付
期
間

を
延
長
し
た
場
合
は
、
そ
の
延
長
し
た
後
の
償
還
が
完
了
す
る
日
が
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
ま
で
。

鳥
取
県
信
用
保
証
協
会
が
代
位
弁
済
し

た
年
度
の
翌
年
度
の
1
0
月
末
日
に
お
け

る
、
代
位
弁
済
し
た
額
の
残
額
の
１
割

に
相
当
す
る
額

岩
美
町
立
児
童
遊
園
指
定
管
理
料

（
恩
志
、
本
庄
）

令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
２
年
度

1
8
0

岩
美
町
立
岩
井
ス
ポ
ー
ツ
施
設
指
定
管
理
料

令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
２
年
度

5
5
2

岩
美
町
地
区
社
会
体
育
施
設
指
定
管
理
料

（
東
、
田
後
、
網
代
、
小
田
、
岩
井
、
蒲
生
）

令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
２
年
度

1
0
,
3
9
2

岩
美
め
ぐ
み
館
指
定
管
理
料

令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
０
年
度

3
,
2
4
0

岩
美
町
立
緑
地
管
理
中
央
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
料

令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
０
年
度

4
7
2

1
4
,
8
3
6

第
　
　
２
　
　
表
　
　
債
　
　
務
　
　
負
　
　
担
　
　
行
　
　
為

合
計

174



起
債
の
目
的

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

千
円

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
特
別
事
業

7
6
,
0
0
0

4
.
5
％

以
　
内

デ
ジ
タ
ル
活
用
推
進
事
業

3
,
6
0
0

災
害
援
護
資
金
貸
付
債

3
,
5
0
0

保
育
所
施
設
改
修
事
業

2
,
2
0
0

児
童
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業

1
6
3
,
6
0
0

上
水
道
事
業
出
資
債

5
0
0

町
道
新
設
改
良
事
業

1
7
2
,
9
0
0

緊
急
防
災
・
減
災
事
業

1
2
,
2
0
0

学
校
給
食
共
同
調
理
場
改
修
事
業

4
,
6
0
0

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

4
3
9
,
1
0
0

(
た

だ
し

、
利

率
見
直
し
方
式

で
借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い
て

利
率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後
に

お
い
て
は
当
該

見
直
し
後
の
利

率
）

第
　
　
３
　
　
表
　
　
　
地
　
　
　
方
　
　
　
債

　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融
資
条
件
に
よ
り
、
銀

行
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る
も
の

に
よ
る
。

　
た
だ
し
、
町
財
政
の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及
び
償

還
期
限
を
短
縮
し
若
し
く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は
低
利
に

借
換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

証
書
借
入

又
　
　
は

証
券
発
行
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議
案
第
４
６
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
代
替
バ
ス
運
送
事
業
特
別
会
計
予
算

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
の
代
替
バ
ス
運
送
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
３
，
２
５
６
千
円
と
定
め
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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金
額

款

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項

使
用

料
及

び
手

数
料

1
2
,
6
0
0

使
用

料
1

2
,
6
0
0

県
支

出
金

2
2
0
,
7
4
0

県
補

助
金

1
2
0
,
7
4
0

繰
入

金
3

4
9
,
9
1
4

他
会

計
繰

入
金

1
4
9
,
9
1
4

繰
越

金
4

1

繰
越

金
1

1

諸
収

入
5

1
0
,
0
0
1

町
預

金
利

子
1

1

雑
入

2
1
0
,
0
0
0

8
3
,
2
5
6

歳
入

合
計
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金
額

款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項

1
総

務
費

8
3
,
0
5
6

総
務

管
理

費
 
1

8
3
,
0
5
6

2
予

備
費

2
0
0

予
備

費
 
1

2
0
0

8
3
,
2
5
6

歳
出

合
計
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議
案
第
４
７
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
の
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
３
６
，
０
６
６
千
円
と
定
め
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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金
額

款

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

1
1
6
9
,
4
2
8

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

1
1
6
9
,
4
2
8

使
用

料
及

び
手

数
料

2
7

手
数

料
1

7

広
域

連
合

支
出

金
3

4
,
3
9
7

広
域

連
合

委
託

金
1

4
,
3
9
7

繰
入

金
4

6
2
,
0
3
0

他
会

計
繰

入
金

1
6
2
,
0
3
0

繰
越

金
5

1

繰
越

金
1

1

諸
収

入
6

2
0
3

延
滞
金
加
算
金
及
び
過
料

1
1

償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

2
2
0
1

雑
入

3
1

2
3
6
,
0
6
6

歳
入

合
計
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金
額

款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項

1
総

務
費

7
,
9
1
7

総
務

管
理

費
 
1

7
,
8
4
1

徴
収

費
 
2

7
6

2
広

域
連

合
納

付
金

2
2
7
,
9
4
8

広
域

連
合

納
付

金
 
1

2
2
7
,
9
4
8

3
諸

支
出

金
2
0
1

償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

 
1

2
0
1

2
3
6
,
0
6
6

歳
出

合
計
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議
案
第
４
８
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
３
３
６
，
４
１
４
千
円
と
定
め
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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金
額

款

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項

国
民

健
康

保
険

税
1

1
8
8
,
6
4
0

国
民

健
康

保
険

税
1

1
8
8
,
6
4
0

使
用

料
及

び
手

数
料

2
7
5

手
数

料
1

7
5

国
庫

支
出

金
3

4
,
7
5
2

国
庫

補
助

金
1

4
,
7
5
2

県
支

出
金

4
1
,
0
2
8
,
5
8
9

県
補

助
金

1
1
,
0
2
8
,
5
8
8

財
政
安
定
化
基
金
交
付
金

2
1

財
産

収
入

5
1
,
3
6
0

財
産

運
用

収
入

1
1
,
3
6
0

寄
附

金
6

1

寄
附

金
1

1

繰
入

金
7

1
1
2
,
8
8
7

他
会

計
繰

入
金

1
8
0
,
8
8
6

基
金

繰
入

金
2

3
2
,
0
0
1

繰
越

金
8

1

繰
越

金
1

1

諸
収

入
9

1
0
9

延
滞
金
加
算
金
及
び
過
料

1
4

町
預

金
利

子
2

1

雑
入

3
1
0
4

1
,
3
3
6
,
4
1
4

歳
入

合
計
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金
額

款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項

1
総

務
費

1
6
,
8
2
3

総
務

管
理

費
 
1

1
5
,
9
9
8

徴
税

費
 
2

6
2
6

運
営

協
議

会
費

 
3

1
9
9

2
保

険
給

付
費

1
,
0
0
6
,
1
7
4

療
養

諸
費

 
1

8
4
5
,
7
6
2

高
額

療
養

費
 
2

1
5
6
,
5
0
0

移
送

費
 
3

1
0

出
産

育
児

諸
費

 
4

3
,
0
0
2

葬
祭

諸
費

 
5

9
0
0

3
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

2
7
5
,
6
4
8

医
療

給
付

費
分

 
1

1
8
3
,
7
6
3

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

 
2

6
6
,
4
0
5

介
護

納
付

金
分

 
3

1
9
,
0
2
2

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分

 
4

6
,
4
5
8

4
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金

1

財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金

 
1

1

5
保

健
事

業
費

2
9
,
7
8
6

特
定
健
康
診
査
等
事
業
費

 
1

1
1
,
5
1
9

保
健

事
業

費
 
2

6
,
7
3
5

健
康

管
理

費
 
3

1
1
,
5
3
2

6
積

立
金

1
,
3
6
0

積
立

金
 
1

1
,
3
6
0

7
諸

支
出

金
4
,
6
2
2

償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

 
1

1
,
0
6
1

延
滞

金
 
2

1
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金
額

款
項

繰
出

金
 
3

7
諸

支
出

金
3
,
5
6
0

8
予

備
費

2
,
0
0
0

予
備

費
 
1

2
,
0
0
0

1
,
3
3
6
,
4
1
4

歳
出

合
計
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議
案
第
４
９
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
の
介
護
保
険
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
４
９
７
，
５
６
８
千
円
と
定
め
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表

 
歳
入
歳
出
予
算
」
に
よ
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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金
額

款

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項

保
険

料
1

2
9
4
,
6
6
0

介
護

保
険

料
1

2
9
4
,
6
6
0

使
用

料
及

び
手

数
料

2
1
0
5

使
用

料
1

8
8

手
数

料
2

1
7

国
庫

支
出

金
3

3
6
6
,
5
6
6

国
庫

負
担

金
1

2
5
7
,
4
0
3

国
庫

補
助

金
2

1
0
9
,
1
6
3

支
払

基
金

交
付

金
4

3
9
2
,
4
8
4

支
払

基
金

交
付

金
1

3
9
2
,
4
8
4

県
支

出
金

5
2
0
7
,
8
3
0

県
負

担
金

1
2
0
1
,
5
4
3

県
補

助
金

2
6
,
2
8
7

財
産

収
入

6
1
,
4
4
7

財
産

運
用

収
入

1
1
,
4
4
7

繰
入

金
7

2
2
2
,
2
4
8

一
般

会
計

繰
入

金
1

2
0
9
,
7
2
7

基
金

繰
入

金
2

1
2
,
5
2
1

繰
越

金
8

1

繰
越

金
1

1

諸
収

入
9

1

雑
入

1
1

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
サ
ー
ビ
ス
収
入

1
0

6
,
0
4
8

予
防

給
付

費
収

入
1

6
,
0
4
8

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
繰
入
金

1
1

6
,
1
7
8

一
般

会
計

繰
入

金
1

6
,
1
7
8
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金
額

款
項

1
,
4
9
7
,
5
6
8

歳
入

合
計
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金
額

款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項

1
総

務
費

2
2
,
5
2
6

総
務

管
理

費
 
1

1
7
,
1
9
9

徴
収

費
 
2

7
9
3

介
護
認
定
審
査
委
員
会
費

 
3

4
,
5
3
4

趣
旨

普
及

費
 
4

0

2
保

険
給

付
費

1
,
4
1
2
,
1
3
7

介
護

サ
ー

ビ
ス

等
諸

費
 
1

1
,
3
0
5
,
8
1
6

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

 
2

4
1
,
5
1
5

そ
の

他
諸

費
 
3

1
,
8
2
4

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

 
4

3
3
,
2
2
2

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

 
5

2
9
,
7
6
0

3
地

域
支

援
事

業
費

4
8
,
1
1
3

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

 
1

3
5
,
6
8
4

一
般

介
護

予
防

事
業

費
 
2

3
,
2
0
1

包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費

 
3

8
,
8
6
6

そ
の

他
諸

費
 
4

1
3
2

高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

 
5

2
3
0

4
基

金
積

立
金

2
,
2
8
6

基
金

積
立

金
 
1

2
,
2
8
6

5
諸

支
出

金
2
8
0

償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

 
1

2
8
0

6
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
総
務
費

7
,
9
9
4

サ
ー

ビ
ス

管
理

費
 
1

7
,
9
9
4

7
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
事
業
費

4
,
2
3
2

介
護

予
防

支
援

事
業

費
 
1

4
,
2
3
2

1
,
4
9
7
,
5
6
8

歳
出

合
計
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議
案
第
５
０
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
水
道
事
業
会
計
予
算

 

 
（
総

 
則
）

 

第
１
条

 
令
和
８
年
度
岩
美
町
水
道
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
（
業
務
の
予
定
量
）

 

第
２
条

 
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

（
１
）

 
給

水
戸

数
 

４
，
４
７
０
戸
（
１
０
，
５
２
９
人
）

 

（
２
）

年
間

総
給

水
量

１
，
０
６
１
，
０
０
０
㎥

 

（
３
）

一
日

平
均

給
水

量
２
，
９
０
７
㎥

 

（
４
）

主
要
な
建
設
改
良
事
業

水
道
施
設
改
良
事
業

 
９
２
，
０
４
６
千
円

 

 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

 

第
３
条

 
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

 

収
 

 
 
入

 

第
１
款

 
水

道
事

業
収

益
 

２
８
５
，
１
３
７
千
円

 

第
１
項

 
営

業
収

益
 

２
１
４
，
２
９
３
千
円

 

第
２
項

 
営

業
外

収
益

 
７
０
，
８
４
４
千
円
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支

 
 

 
出

 

第
１
款

 
 

 
水

道
事

業
費

用
 

２
８
５
，
１
３
７
千
円

 

第
１
項

 
 

 
営

業
費

用
 

２
５
２
，
６
７
２
千
円

 

第
２
項

 
 

 
営

業
外

費
用

 
３
２
，
３
１
５
千
円

 

第
３
項

 
 

 
予

備
費

 
１
５
０
千
円

 

  
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

 

第
４
条

 
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す

る
額
１
１
４
，
６
４
４
千
円
は
、
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
５
，
６
５
６
千
円
、
過
年
度
分
損

益
勘
定
留
保
資
金
１
０
８
，
９
８
８
千
円
で
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

 

 
収

 
 

 
入

 

第
１
款

 
 

 
資

本
的

収
入

 
９
４
，
０
４
７
千
円

 

第
１
項

 
 

 
企

業
債

 
５
４
，
８
０
０
千
円

 

第
２
項

 
 

 
出

資
金

 
９
，
４
１
３
千
円

 

第
３
項

 
 

 
補

助
金

 
７
，
１
７
５
千
円

 

第
４
項

 
 

 
負

担
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２
２
，
６
５
９
千
円

 

  
支

 
 

 
出

 

第
１
款

 
 

 
資

本
的

支
出

 
２
０
８
，
６
９
１
千
円

 

第
１
項

 
 

 
建

設
改

良
費

 
９
２
，
０
４
６
千
円

 

第
２
項

 
 

 
企

業
債

償
還

金
 

１
１
６
，
６
４
４
千
円

 

第
３
項

 
 

 
基

金
積

立
金

 
１
千
円
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（
企
業
債
）

 

第
５
条

 
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

起
債
の
目
的

 
限
度
額

 
起
債
の
方
法

 
利

 
率

 
償
還
の
方
法

 

水
道

施
設

改
良

事
業

 

千
円

 

５
４
，
８
０
０

 
証
書
借
入

 

又
は

 

証
券
発
行

 

４
．
５
％
以
内

 
（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
資

金
に
つ
い
て
利
率
の
見
直
し
を
行

っ
た
後
に
お
い
て
は
当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

 

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融

資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場

合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る

も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、
町
財
政
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及
び
償
還

期
限
を
短
縮
し
若
し
く
は
、
繰
上
げ

償
還
又
は
低
利
に
借
換
え
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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（
一
時
借
入
金
）

 

第
６
条

 
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
１
０
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

 

 
（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

 

第
７
条

 
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
不
足
が
生
じ

た
場
合
に
お
け
る
営
業
費
用
及
び
営
業
外
費
用
の
間
の
流
用
と
す
る
。

 

 
（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

 

第
８
条

 
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用
し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経

費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

職
員
給
与
費

 
２
８
，
０
３
９
千
円

 

（
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
）

 

第
９
条

 
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
２
，
９
１
８
千
円
と
定
め
る
。

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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議
案
第
５
１
号

 

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
下
水
道
事
業
会
計
予
算

 

  
（
総

 
則
）

 

第
１
条

 
令
和
８
年
度
岩
美
町
下
水
道
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

  
（
業
務
の
予
定
量
）

 

第
２
条

 
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
（
１
）

 
水

洗
化

人
口

 
８
，
５
６
６
人

 

 
（
２
）

 
年

間
有

収
水

量
 

８
４
８
，
０
０
０
㎥

 

 
（
３
）

 
主
要
な
建
設
改
良
事
業
 

 
管
渠
建
設
改
良
事
業

 
 
１
４
９
，
３
０
８
千
円

 

処
理
場
建
設
改
良
事
業

 
 
７
７
，
５
５
９
千
円

 

 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

 

第
３
条

 
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。
な
お
、
営
業
費
用
中
会
計
処
理
に
係
る
委
託
費

 

２
，
１
１
２
千
円
の
財
源
に
充
て
る
た
め
公
営
企
業
会
計
適
用
債
２
，
１
０
０
千
円
を
借
り
入
れ
る
。

 

 
収

 
 

 
入

 

第
１
款

 
 

 
下
水
道
事
業
収
益

 
４
６
９
，
４
３
９
千
円

 

第
１
項

 
 

 
営

業
収

益
 

１
９
８
，
３
１
５
千
円

 

第
２
項

 
 

 
営

業
外

収
益

 
２
７
１
，
１
２
４
千
円
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支
 

出
 

第
１
款

 
下
水
道
事
業
費
用

 
４
６
９
，
４
３
９
千
円

 

第
１
項

 
営

業
費

用
 

４
１
８
，
３
８
５
千
円

 

第
２
項

 
営

業
外

費
用

 
５
０
，
９
０
４
千
円

 

第
３
項

 
 

 
予

備
費

 
１
５
０
千
円

 

 
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

 

第
４
条

 
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す

る
額
２
７
，
２
７
５
千
円
は
、
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
１
１
，
９
８
６
千
円
、
過
年
度
分
損

益
勘
定
留
保
資
金
１
５
，
２
８
９
千
円
で
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

 

収
 

 
 
入

 

第
１
款

 
資

本
的

収
入

 
５
１
１
，
１
２
４
千
円

 

第
１
項

 
企

業
債

 
２
８
７
，
７
０
０
千
円

 

第
２
項

 
補

助
金

 
７
１
，
９
０
３
千
円

 

第
３
項

 
負

担
金

等
 

９
０
，
５
１
５
千
円

 

第
４
項

 
出

資
金

 
 
５
４
，
２
９
９
千
円

 

第
５
項

 
そ
の
他
資
本
的
収
入

 
 
６
，
７
０
７
千
円

 

支
 

出
 

第
１
款

 
資

本
的

支
出

 
５
３
８
，
３
９
９
千
円

 

第
１
項

 
建

設
改

良
費

 
２
３
４
，
９
４
４
千
円

 

第
２
項

 
企

業
債

償
還

金
 

２
９
８
，
４
３
６
千
円

 

第
３
項

 
基

金
積

立
金

 
５
，
０
１
９
千
円
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（
債
務
負
担
行
為
）

 

第
５
条

 
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

 

事
 
項

 
期

 
間

 
限
度
額

 

公
営
企
業
会
計
シ
ス
テ
ム
構
築

 

及
び
運
用
保
守
業
務
委
託
料

 
令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
４
年
度
ま
で

 
１
６
，
６
１
３
千
円

 
 

  （
企
業
債
）

 

第
６
条

 
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

 

起
債
の
目
的

 
限
度
額
（
千
円
）

 
起
債
の
方
法

 
利
率

 
償
還
の
方
法

 

下
水

道
施

設
 

建
設

改
良

事
業

 
１
２
９
，
０
０
０

 

 

証
書
借
入

 

又
は

 

証
券
発
行

 

４
．
５
％
以
内

 

（
た
だ
し
、
利
率

見
直
し
方
式
で
借

り
入
れ
る
資
金
に

つ
い
て
利
率
の
見

直
し
を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
当
該

見
直
し
後
の
利

率
）

 

  

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ

の
融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行

そ
の
他
の
場
合
に
は
、
そ
の

債
権
者
と
協
定
す
る
も
の
に

よ
る
。
た
だ
し
、
町
財
政
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
若
し

く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は
低

利
に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

資
本

費
平

準
化

債
 
１
５
８
，
７
０
０

 

公
営
企
業
会
計
適
用
債

 
２
，
１
０
０
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（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

 

第
７
条

 
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
不
足
が
生
じ

た
場
合
に
お
け
る
営
業
費
用
及
び
営
業
外
費
用
の
間
の
流
用
と
す
る
。

 

 
（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

 

第
８
条

 
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用
し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経

費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
員
給
与
費

 
６
，
６
２
５
千
円

 

令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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議
案
第
５
２
号

 

令
和
８
年
度
岩
美
町
病
院
事
業
会
計
予
算

 

 
（
総

 
則
）

 

第
１
条

 
令
和
８
年
度
岩
美
町
病
院
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
（
業
務
の
予
定
量
）

 

第
２
条

 
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

（
１
）
病

 
床

 
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９
９
床

 

（
２
）
年

間
患

者
数

入
 

院
 

３
２
，
４
８
５
人
（
医
科

 
３
２
，
４
８
５
人
）

 

外
来

 
５
７
，
１
１
７
人
（
医
科

 
４
０
，
７
２
９
人
）

 

 
（
歯
科

 
 
７
，
４
７
１
人
）

 

 
（
介
護

 
 
５
，
５
４
３
人
）

 

（
訪
問
看
護

 
３
，
３
７
４
人
）
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（
３
）
一
日
平
均
患
者
数

入
院

８
９
人

 

外
来

２
３
７
人

 

（
４
）
主
要
な
建
設
改
良
事
業

医
療
機
械
器
具
等
購
入
事
業

 
 

 
２
５
，
９
４
１
千
円

 

 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

 

第
３
条

 
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

 

収
 

 
 
入

 

第
１
款

 
病

院
事

業
収

益
 

１
，
９
０
１
，
４
７
８
千
円

 

 
 
第
１
項

 
医

業
収

益
 

１
，
４
１
８
，
８
９
３
千
円

 

 
 
第
２
項

 
介
護
サ
ー
ビ
ス
収
益

 
 
４
４
，
７
８
３
千
円

 

第
３
項

 
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収

益
 

 
３
８
，
１
９
２
千
円

 

第
４
項

 
医

業
外

収
益

 
 
３
９
９
，
６
０
９
千
円

 

 
 
第
５
項

 
特

別
利

益
 

１
千
円

 

支
 

出
 

第
１
款

 
病

院
事

業
費

用
 

２
，
０
７
２
，
６
０
３
千
円

 

 
 
第
１
項

 
医

業
費

用
 

１
，
９
９
５
，
６
３
２
千
円

 

 
 
第
２
項

 
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
費
用
 

３
３
，
５
９
４
千
円
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第
３
項

 
医

業
外

費
用

 
３
７
，
６
７
７
千
円

 

 
 
第
４
項

 
特

別
損

失
 

５
，
４
０
０
千
円

 

 
 
第
５
項

 
予

 
 

 
備

費
 

 
３
０
０
千
円

 

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

 

第
４
条

 
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す

る
額
１
４
６
，
６
５
１
千
円
は
、
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
３
，
８
３
５
千
円
、
過
年
度
分
損

益
勘
定
留
保
資
金
１
４
２
，
８
１
６
千
円
で
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

 

収
 

 
 
入

 

第
１
款

 
資

本
的

収
入

 
１
８
１
，
７
２
６
千
円

 

 
 
第
１
項

 
企

業
債

 
 
３
３
，
６
０
０
千
円

 

 
 
第
２
項

 
出

資
金

 
１
４
０
，
７
４
７
千
円

 

 
 
第
３
項

 
補

助
金

 
 
７
，
３
７
９
千
円

 

支
 

出
 

第
１
款

 
資

本
的

支
出

 
 

 
３
２
８
，
３
７
７
千
円

 

 
 
第
１
項

 
建

設
改

良
費

 
 
４
２
，
１
８
４
千
円

 

 
 
第
２
項

 
企

業
債

償
還

金
２
８
１
，
３
９
３
千
円

 

 
 
第
３
項

 
看
護
師
奨
学
金
貸
付
金

３
，
６
０
０
千
円

 

第
４
項

 
薬
剤
師
奨
学
金
貸
付
金

１
，
２
０
０
千
円
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（
債
務
負
担
行
為
）

 

第
５
条

 
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

事
 

項
 

期
 

間
 

限
 

 
度

 
 
額

 

薬
剤
師
奨
学
金
支
援
助
成
金

 
令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
５
年
度
ま
で

 
２
，
８
３
５
千
円

 

看
護
師
奨
学
金
貸
付
金

 
令
和
９
年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で

 
３
，
６
０
０
千
円

 

薬
剤
師
奨
学
金
貸
付
金

 
令
和
９
年
度

 
１
，
２
０
０
千
円

 

（
企
業
債
）

 

第
６
条

 
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

 

起
債
の
目
的

 
限
度
額

 
起
債
の
方
法

 
利

 
率

 
償
還
の
方
法

 

医
療
機
械
器
具

購
入
事
業
等

 

 
 
千
円

 

３
３
，
６
０
０

 
証
書
借
入

 

又
は

 

証
券
発
行

 

４
．
５
％
以
内

 

（
た
だ
し
、
利
率
見
直
し
方

 

式
で
借
り
入
れ
る
資
金
に
つ

い
て
、
利
率
の
見
直
し
を
行

っ
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該

見
直
し
後
の
利
率
）

 

 
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融
資

条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場
合
に

 

は
、
そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る
も
の
に

 

よ
る
。
た
だ
し
、
町
財
政
の
都
合
に
よ

り
、
据
置
期
間
及
び
償
還
期
限
を
短
縮

 

し
若
し
く
は
、
繰
上
げ
償
還
又
は
低
利

に
借
換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
一
時
借
入
金
）

 

第
７
条

 
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
３
０
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

 

 
（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

 

第
８
条

 
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
経
費
の
金
額
を
、
こ
れ
ら
の
経
費
の
う
ち
他
の
経
費
の
金
額
に
、
若
し

く
は
こ
れ
ら
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用
し
、
又
は
こ
れ
ら
以
外
の
経
費
を
こ
れ
ら
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、

議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
職

 
員

 
給

 
与

 
費

１
，
２
５
９
，
８
５
４
千
円

 

（
２
）
交

際
費

 
 

 
５
０
０
千
円

 

（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
）

 

第
９
条

 
医
療
機
器
購
入
等
の
た
め
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
か
ら
こ
の
会
計
へ
補
助
を
受
け
る
金
額
は
、
３
，
５
６
０
千
円

 

で
あ
る
。

 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
３
，
５
６
０
千
円

 

 
（
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
）

 

第
１
０
条

 
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
１
４
２
，
５
５
７
千
円
と
定
め
る
。
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（
重
要
な
資
産
の
取
得
）

 

第
１
１
条

 
重
要
な
資
産
の
取
得
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

種
 

類
 

名
 

称
 

数
 
量

 

医
療

機
器

 
院
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
更
新

 
一

 
式

 

 
 
令
和
８
年
３
月
５
日
提
出

 

岩
美
町
長

 
長

 
戸

 
 
清
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